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一　

は
じ
め
に
─
オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
法
を
検
討
す
る
意
義

　

わ
が
国
に
お
い
て
二
〇
一
八
年
に
成
立
し
た
改
正
相
続
法
は
、
遺
留
分
制
度
の
原
則
を
大
き
く
変
え
た
。
新
し
い
遺
留
分
制
度
で
は
、

遺
留
分
権
利
者
に
は
以
前
の
よ
う
に
物
権
的
効
果
を
生
じ
る
減
殺
請
求
権
が
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
単
な
る
金
銭
債
権
を
生
じ
る

遺
留
分
侵
害
額
請
求
権
の
み
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
民
法
一
〇
四
六
条
）。
こ
の
よ
う
な
大
き
な
変
更
の
目
的
は
主
に
二
つ

で
あ
る
。
第
一
に
、
遺
留
分
制
度
の
現
在
果
た
し
て
い
る
機
能
あ
る
い
は
果
た
す
べ
き
機
能
に
制
度
を
適
合
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
遺
留
分
制
度
の
創
設
時
に
は
、
遺
留
分
制
度
は
家
産
を
維
持
す
る
機
能
を
持
ち
、
家
産
の
維
持
を
確
実
に
す
る
た
め
に
遺
留

分
権
利
者
に
物
権
を
帰
属
さ
せ
る
必
要
性
が
高
か
っ
た
と
い
え
る
が
、
現
在
で
は
遺
留
分
制
度
の
機
能
は
遺
留
分
権
利
者
の
生
活
保
障

や
遺
産
の
形
成
に
対
す
る
寄
与
の
清
算
で
あ
る
と
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
実
現
す
る
た
め
に
は
遺
留
分
権
利
者
に
物
権
を
与
え
る
必
要
は

な
く
、
金
銭
請
求
を
認
め
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
被
相
続
人
の
処
分
に
基
づ
い
た
遺
留
分
と
対
立
す

る
利
益
に
配
慮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
遺
留
分
減
殺
請
求
権
の
物
権
的
効
果
は
、
被
相
続
人
の
経
営
す
る
事
業
の
た
め
の
財

産
や
株
式
が
遺
贈
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
事
業
用
財
産
や
株
式
が
遺
留
分
権
利
者
と
被
減
殺
者
の
共
有
と
な
る
結
果
を
招

き
、
事
業
承
継
の
妨
げ
に
な
り
う
る
。
改
正
に
よ
る
金
銭
債
権
化
は
、
被
相
続
人
の
処
分
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
事
業
承
継
等
の
遺
留
分

と
対
立
す
る
利
益
の
保
護
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　

今
後
は
、
新
遺
留
分
法
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
、
ま
た
さ
ら
な
る
改
正
の
必
要
が
あ
る
か
の
検
討
が
課
題
と
な
る
。
こ
の
課
題

を
考
察
す
る
上
で
参
考
に
な
る
の
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
改
正
遺
留
分
法
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
二
〇
〇
九
年
に
ド
イ
ツ
で
改
正

相
続
法
が
成
立
し
た
と
き
に
、
相
続
法
改
正
の
議
論
が
盛
ん
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
二
〇
一
五
年
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
改
正

相
続
法
が
成
立
し
、
遺
留
分
法
も
改
正
さ
れ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
遺
留
分
法
改
正
は
、
現
代
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
遺
留
分
制
度
の
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機
能
に
規
定
を
適
合
さ
せ
る
こ
と
、
遺
言
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
事
業
承
継
等
を
考
慮
す
る
こ
と
が
改
正
の
目
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
上
述
の
日
本
の
遺
留
分
法
改
正
の
目
的
と
共
通
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
改
正
遺
留
分
法
と
日
本
の
改

正
遺
留
分
法
の
比
較
検
討
を
通
じ
て
、
新
規
定
に
よ
り
改
正
の
目
的
の
実
現
が
ど
の
よ
う
に
図
ら
れ
て
い
る
か
を
分
析
し
つ
つ
、
改
正

遺
留
分
法
の
解
釈
基
準
を
検
討
す
る
こ
と
が
有
意
義
で
あ
る
と
い
え
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
改
正
相
続
法
に
つ
い
て
は
、
半
田
吉
信
に
よ

り
全
条
が
翻
訳
さ
れ
、
さ
ら
に
改
正
前
後
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
が
比
較
検
討
さ
れ
分
析
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
同
研

究
成
果
を
参
考
に
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
改
正
に
お
い
て
と
く
に
遺
留
分
制
度
に
も
た
ら
さ
れ
た
変
化
と
改
正
遺
留
分
法
の
解
釈

基
準
を
検
討
し
、
日
本
の
改
正
遺
留
分
法
と
比
較
し
な
が
ら
、
日
本
の
改
正
遺
留
分
法
の
解
釈
基
準
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
法
の
基
本
的
特
徴

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
法
の
基
本
的
な
特
徴
を
わ
が
国
の
遺
留
分
法
と
比
較
し
な
が
ら
確
認
す
る
こ
と
に
す
る
。

1
．
遺
留
分
請
求
権
の
性
質
と
遺
留
分
権
利
者

　

改
正
後
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
法
に
お
い
て
は
、
改
正
前
と
同
様
に
、
遺
留
分
請
求
権
は
金
銭
請
求
権
で
あ
る
（A

BGB

七
六

一
条
一
項
）。
わ
が
国
の
遺
留
分
法
は
、
二
〇
一
八
年
の
相
続
法
改
正
に
よ
り
、
物
権
的
効
力
を
発
生
さ
せ
る
遺
留
分
減
殺
請
求
権
か

ら
金
銭
債
権
を
発
生
さ
せ
る
遺
留
分
侵
害
額
請
求
権
へ
と
性
質
上
の
根
本
的
な
変
化
を
と
げ
た
の
に
対
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
法

は
、
二
〇
一
五
年
の
相
続
法
改
正
に
よ
っ
て
遺
留
分
請
求
権
の
性
質
に
変
更
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　

遺
留
分
権
利
者
は
、
死
者
の
卑
属
お
よ
び
配
偶
者
ま
た
は
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
（A

BGB

七
五
七
条
）。
尊
属
は
、
改
正
前
に

は
遺
留
分
権
利
者
で
あ
っ
た
が
、
尊
属
が
遺
留
分
権
利
者
に
な
る
の
は
実
際
に
は
稀
で
あ
り
、
ま
た
親
は
子
よ
り
も
裕
福
で
あ
る
こ
と

（
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が
多
く
、
子
の
死
亡
時
に
親
が
財
産
的
に
援
助
を
受
け
る
と
み
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
改
正
に
よ
り
遺
留
分
権
利
者
か
ら

除
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
遺
留
分
の
額
は
、
全
遺
留
分
権
利
者
に
つ
い
て
、
法
定
相
続
に
よ
り
帰
属
す
る
額
の
二
分
の
一
で
あ
る

（A
BGB

七
五
九
条
）。

2
．
遺
留
分
額
の
算
定
方
法

　

遺
留
分
算
定
の
基
礎
財
産
は
、
全
遺
産
（die gesam

te V
erlassenschaft

）
か
ら
、
遺
産
債
務
お
よ
び
、
相
続
開
始
後
引
渡
前
に

発
生
し
た
遺
産
の
保
存
、
管
理
、
交
渉
に
関
す
る
全
費
用
を
控
除
す
る
こ
と
に
よ
り
算
定
す
る
（A

BGB

七
七
八
条
、
七
七
九
条
）。

生
前
贈
与
が
遺
留
分
算
定
の
基
礎
財
産
に
算
入
さ
れ
る
場
合
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
受
贈
者
が
遺
留
分
権
利
者
か
否
か
に
よ
っ
て
異

な
る
。
受
贈
者
が
遺
留
分
権
利
者
で
は
な
い
場
合
に
は
、
被
相
続
人
が
死
亡
前
二
年
間
に
な
し
た
贈
与
が
算
入
さ
れ
る
（A

BGB

七

八
二
条
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
遺
留
分
権
利
者
に
対
す
る
贈
与
は
、
期
間
制
限
な
く
算
入
さ
れ
る
（A

BGB

七
八
三
条
）。
遺
留
分
算

定
の
基
礎
財
産
に
算
入
さ
れ
る
贈
与
に
つ
い
て
の
わ
が
国
の
新
遺
留
分
法
の
規
定
で
は
、
相
続
人
で
は
な
い
者
に
対
す
る
贈
与
は
相
続

開
始
前
一
年
間
（
民
法
一
〇
四
四
条
一
項
）、
相
続
人
に
対
す
る
贈
与
は
相
続
開
始
前
十
年
間
に
な
さ
れ
た
も
の
の
み
が
算
入
さ
れ
る

（
同
条
三
項
）。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
法
の
規
定
と
日
本
遺
留
分
法
の
規
定
と
で
は
期
間
制
限
の
長
さ
が
異
な
る
。
し
か
し
、
受
贈

者
が
遺
留
分
権
利
者
・
相
続
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
と
く
に
算
入
す
る
範
囲
を
拡
げ
る
と
い
う
基
本
思
想
を
両
者
は
同
じ
く
し
て
い
る

と
い
え
る
。

　

遺
留
分
算
定
の
基
礎
財
産
を
も
と
に
、
個
々
の
遺
留
分
権
利
者
の
遺
留
分
額
を
算
定
す
る
（A

BGB

七
五
九
条
）。
オ
ー
ス
ト
リ
ア

遺
留
分
法
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
遺
留
分
は
金
銭
に
よ
っ
て
給
付
さ
れ
る
と
し
な
が
ら
、
死
因
の
出
捐
お
よ
び
生
前
贈
与
に
よ
っ

て
も
遺
留
分
が
填
補
さ
れ
う
る
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（A

BGB

七
六
一
条
一
項
）。
す
な
わ
ち
、
遺
留
分
権
利
者
自
身
が
、

（
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）
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相
続
分
、
遺
贈
と
し
て
財
産
を
取
得
す
る
場
合
、
被
相
続
人
が
設
立
し
た
私
的
財
団
ま
た
は
類
似
の
財
産
集
合
体
の
受
益
者
と
し
て
被

相
続
人
の
死
後
に
財
産
を
取
得
す
る
場
合
（A

BGB

七
八
〇
条
）、
お
よ
び
生
前
贈
与
（A

BGB

七
八
一
条
）
に
よ
り
財
産
を
取
得
す

る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
を
遺
留
分
の
填
補
と
扱
う
（A

BGB

七
六
一
条
一
項
）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
意
味
で
の
遺
留
分
請
求
権
に
は
、

金
銭
以
外
の
目
的
物
に
つ
い
て
の
請
求
権
が
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
相
続
分
指
定
や
遺
贈
等
お
よ
び
贈
与
に
よ
る
遺
留
分
の
填
補
に
よ
っ

て
も
足
り
な
い
部
分
を
金
銭
遺
留
分
と
し
て
請
求
し
う
る
も
の
と
し
て
い
る
（A

BGB

七
六
三
条
）。
こ
の
よ
う
に
相
続
分
指
定
や
遺

贈
等
お
よ
び
贈
与
に
よ
っ
て
遺
留
分
を
填
補
し
う
る
と
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
六
一
条
一
項
の
趣
旨
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
同
項
は
、
遺
留
分
を
ど
の
よ
う
な
形
態
で
与
え
る
か
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
被
相
続
人
の
自
由
に
任
せ
る
と
い
う
発

想
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
被
相
続
人
が
、
遺
留
分
を
相
続
分
指
定
の
形
で
与
え
る
か
、
遺
贈
と
し
て
与
え
る
か
、
財
団
等
の

受
益
者
に
指
定
す
る
こ
と
で
与
え
る
か
、
ま
た
は
生
前
に
贈
与
と
し
て
与
え
る
か
に
つ
い
て
自
由
に
選
択
で
き
る
と
の
基
本
思
想
が
同

項
の
根
底
に
は
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
点
を
わ
が
国
の
遺
留
分
請
求
権
と
比
較
す
る
と
、
遺
留
分
額
の
算
定
で
は
、
遺
留
分
算
定
の
基
礎
財
産
か
ら
個
別
的
遺
留
分
額

を
算
定
し
、
そ
こ
か
ら
、
遺
留
分
権
利
者
が
相
続
、
遺
贈
、
生
前
贈
与
等
に
よ
っ
て
取
得
す
る
額
を
控
除
し
、
遺
留
分
権
利
者
が
負
担

す
る
債
務
の
額
を
加
算
し
て
、
遺
留
分
侵
害
額
を
算
定
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
る
（
民
法
一
〇
四
六
条
二
項
）。
遺
留
分
侵
害
額

は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
法
に
い
う
金
銭
遺
留
分
に
該
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
一
見
、
わ
が
国
の
遺
留
分
法
の
遺
留
分
侵
害
額
と

オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
法
の
金
銭
遺
留
分
に
は
用
語
の
違
い
を
超
え
る
差
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
法

に
は
、
遺
留
分
の
形
態
を
被
相
続
人
の
意
思
に
任
せ
よ
う
と
す
る
基
本
思
想
が
条
文
上
明
確
に
み
ら
れ
る
点
で
、
わ
が
国
の
遺
留
分
法

と
は
異
な
る
特
徴
を
有
す
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
遺
留
分
権
利
者
に
対
す
る
相
続
分
指
定
や
遺
贈
等
を
遺
留
分
の
填
補
と
み
て
遺
留
分

請
求
権
の
枠
内
で
捉
え
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
法
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
遺
留
分
請
求
権
の
猶
予
の
規
定
の
適
用
範
囲
を
拡
げ
る
こ

（
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と
に
つ
な
が
る
な
ど
、
わ
が
国
の
遺
留
分
法
と
は
異
な
る
扱
い
を
導
く
。

　

な
お
、
相
続
債
務
が
あ
る
場
合
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
法
で
は
、
遺
留
分
権
利
者
の
遺
留
分
額
に
加
算
す
る
べ
き
と
す
る
規

定
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
の
遺
留
分
侵
害
額
算
定
に
お
い
て
は
、
遺
留
分
権
利
者
の
負
担
す
る
債
務
は
加
算
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
（
民
法
一
〇
四
六
条
二
項
三
号
）。
こ
れ
は
次
の
理
由
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の
相
続
法
で
は
包
括
承
継
の
原

則
に
よ
り
相
続
債
務
は
原
則
と
し
て
遺
留
分
権
利
者
が
承
継
す
る
た
め
に
（
民
法
八
九
六
条
）、
遺
留
分
侵
害
額
を
算
定
す
る
際
に
は

承
継
し
た
債
務
を
加
算
し
な
け
れ
ば
、
遺
留
分
権
利
者
が
個
別
的
遺
留
分
額
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
オ
ー

ス
ト
リ
ア
相
続
法
で
は
、
相
続
債
務
を
負
担
す
る
の
は
、
死
者
の
法
的
地
位
を
承
継
す
る
法
人
と
し
て
の
遺
産
で
あ
り
（A

BGB

五

四
六
条
、
六
九
二
条
）、
遺
留
分
権
利
者
で
は
な
い
か
ら
、
債
務
を
遺
留
分
額
に
加
算
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

3
．
遺
留
分
債
務
者

　

遺
留
分
請
求
権
の
相
手
方
（
遺
留
分
債
務
者Pflichtteilsschuldner

）
は
、
遺
産
で
あ
り
、
引
渡
後
は
相
続
人
で
あ
る
（A

BGB

七
六
四
条
一
項
）。
遺
産
は
当
然
に
法
人
格
を
有
し
（A

BGB

五
四
六
条
）、
引
渡
後
は
そ
の
法
的
地
位
を
相
続
人
が
承
継
す
る

（A
BGB

五
四
七
条
）。
こ
こ
で
い
う
相
続
人
は
被
相
続
人
に
お
い
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
法
定
相
続
人
に
限
ら
な
い
（A

BGB

五
五
四
─
五
五
九
条
）。
受
遺
者
も
、
相
続
人
と
並
ん
で
遺
産
の
価
額
を
限
度
と
し
て
割
合
に
応
じ
て
遺
留
分
債
務
を
負
担
す
る

（A
BGB

七
六
四
条
二
項
）。
つ
ま
り
、
受
遺
者
は
、
割
合
に
応
じ
た
遺
贈
の
減
額
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（A

BGB

六
九

二
条
）。
遺
産
が
遺
留
分
を
補
う
の
に
十
分
で
は
な
い
場
合
、
受
贈
者
も
贈
与
の
価
格
の
割
合
に
よ
っ
て
遺
留
分
を
負
担
す
る

（A
BGB

七
八
九
条
）。

（
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三　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
法
に
お
け
る
新
設
制
度

　

以
上
の
よ
う
な
オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
法
の
基
本
的
特
徴
を
も
と
に
、
二
〇
一
五
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
改
正
に
お
け
る
新
し
い

遺
留
分
法
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
制
度
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
新
し
い
制
度

と
し
て
、
遺
留
分
請
求
権
の
支
払
猶
予
、
介
護
遺
贈
の
制
度
を
検
討
す
る
。
介
護
遺
贈
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
上
遺
留
分
法
の
章
に
は

組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
が
、
特
別
の
遺
留
分
と
し
て
評
価
さ
れ
、
遺
留
分
の
性
質
を
有
す
る
と
さ
れ
る
た
め
に
、
遺
留
分
法
に
つ
い
て

の
新
設
制
度
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

1
．
支
払
猶
予

 

（
1
）
内
容
と
特
徴

　

二
〇
一
五
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
改
正
に
お
い
て
新
設
さ
れ
た
支
払
猶
予
の
規
定
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

七
六
六
条
一
項　

終
意
処
分
者
は
、
遺
留
分
請
求
権
に
つ
い
て
、
死
後
五
年
間
の
限
度
で
支
払
猶
予
を
指
示
す
る
、
ま
た
は
同
じ
期

間
内
で
の
分
割
払
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
終
意
処
分
者
は
、
出
捐
に
よ
る
遺
留
分
の
填
補
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
全
部
ま
た

は
一
部
に
つ
き
同
じ
期
間
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
項　

一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
遺
留
分
権
利
者
は
、
金
銭
遺
留
分
の
全
額
ま
た
は
残
額
を
こ
の
期
間
の
経
過
後
に
は
じ
め
て
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
遺
留
分
権
利
者
に
と
っ
て
、
全
事
情
を
考
慮
し
て
不
当
に
酷
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
遺
留
分
債
務

者
の
利
益
お
よ
び
財
産
状
況
は
適
切
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
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三
項　

特
に
考
慮
に
値
す
る
事
例
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
一
項
に
定
め
る
期
間
を
最
長
で
十
年
に
延
ば
す
こ
と
が
で
き
る
。

七
六
七
条
一
項　

遺
留
分
請
求
権
は
、
遺
留
分
債
務
者
に
と
っ
て
全
事
情
を
考
慮
し
て
不
当
に
酷
で
あ
る
場
合
に
は
、
遺
留
分
債
務

者
の
請
求
に
よ
り
裁
判
に
お
い
て
も
支
払
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
遺
留
分
債
務
者
が
、
他
に
十
分
な
財
産
を
持
た

な
い
た
め
に
現
在
の
居
住
の
必
要
性
を
満
た
す
た
め
の
住
宅
ま
た
は
経
済
的
な
生
活
基
盤
と
な
っ
て
い
る
事
業
を
売
却
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
に
、
支
払
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
金
銭
遺
留
分
請
求
権
は
、
そ
の
即
時
の
支
払
が
事
業
の
継
続
を
相

当
危
険
に
晒
す
場
合
に
は
、
遺
留
分
債
務
者
の
請
求
に
よ
り
支
払
猶
予
さ
れ
う
る
。
遺
留
分
権
利
者
の
利
益
は
適
切
に
考
慮
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。

二
項　

裁
判
所
は
、
遺
留
分
請
求
権
に
つ
い
て
被
相
続
人
の
死
後
五
年
間
を
限
度
と
し
て
支
払
猶
予
ま
た
は
同
様
の
期
間
内
で
の
分

割
払
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
項　

特
に
考
慮
に
値
す
る
事
例
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
二
項
の
期
間
を
全
体
で
最
長
十
年
に
延
ば
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

支
払
猶
予
は
、
遺
留
分
の
請
求
に
対
し
て
即
時
に
支
払
う
の
で
は
な
く
、
一
定
の
期
間
内
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
分
割
払
の
方
法
に

よ
っ
て
支
払
う
こ
と
を
認
め
る
制
度
で
あ
る
。
改
正
草
案
の
補
足
説
明
に
よ
る
と
、
支
払
猶
予
の
制
度
を
導
入
す
る
目
的
は
、
遺
留
分

の
請
求
に
よ
り
、
事
業
の
経
済
的
基
礎
お
よ
び
相
続
人
の
経
済
的
な
基
礎
が
失
わ
れ
る
の
を
防
ぐ
こ
と
で
あ
る
。
支
払
猶
予
の
制
度
の

必
要
性
は
、
こ
れ
ま
で
既
に
学
説
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
、
こ
の
度
の
同
制
度
の
導
入
は
、
こ
れ
ら
の
学
説
の
指
摘
を
実
現
す
る
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
制
度
の
内
容
と
特
徴
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

①
被
相
続
人
の
猶
予
の
指
示
と
裁
判
所
の
正
当
性
審
査

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
に
お
け
る
支
払
猶
予
の
制
度
の
特
徴
は
、
遺
留
分
の
支
払
猶
予
の
決
定
が
、
第
一
段
階
と
し
て
被
相
続
人
に
委

（
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ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（A

BGB

七
六
六
条
一
項
）。
被
相
続
人
自
身
が
、
遺
留
分
請
求
に
対
し
て
即
時
に
支
払
う
必
要
は
な
く

一
定
の
期
間
内
に
支
払
え
ば
よ
い
こ
と
、
あ
る
い
は
一
定
の
期
間
内
に
分
割
払
す
べ
き
こ
と
、
お
よ
び
い
つ
ま
で
に
支
払
え
ば
よ
い
か

に
つ
い
て
基
本
的
に
自
由
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
被
相
続
人
は
、
遺
言
に
お
い
て
、
二
人
の
子
の
う
ち
長
男
を
単
独

相
続
人
に
指
定
し
、
相
続
人
に
指
定
し
な
か
っ
た
二
男
は
、
遺
留
分
請
求
権
を
、
相
続
開
始
か
ら
四
年
後
に
行
使
で
き
る
よ
う
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
定
め
る
こ
と
の
で
き
る
期
間
は
、
被
相
続
人
の
死
後
五
年
ま
で
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
長
い
期
間
が
定
め

ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
制
限
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
無
効
と
解
さ
れ
て
い
る
。
猶
予
の
指
示
は
、
終
意
処
分
に
よ
っ
て
行
う
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
立
法
者
が
明
示
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
終
意
処
分
の
方
法
以
外
で
は
猶
予
の
指
示
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
解
さ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
二
項
に
よ
る
と
、
猶
予
の
取
決
め
は
完
全
に
被
相
続
人
の
決
定
に
任
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
裁
判
所
に

よ
る
正
当
性
の
審
査
に
付
さ
れ
る
。
被
相
続
人
に
よ
る
支
払
の
猶
予
の
取
決
め
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、「
遺
留
分
権
利
者
に
と
っ
て
、

全
事
情
を
考
慮
し
て
不
当
に
酷
で
あ
る
」
か
ど
う
か
を
審
査
し
、
ま
た
「
遺
留
分
債
務
者
の
利
益
お
よ
び
財
産
状
況
は
適
切
に
考
慮
さ

れ
る
べ
き
」
と
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
裁
判
所
は
、
被
相
続
人
に
よ
る
支
払
猶
予
の
取
決
め
と
異
な
る
指
示
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
と
え
ば
、
猶
予
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
猶
予
の
対
象
と
さ
れ
た
額
を
減
額
す
る
こ
と
に
よ
り
遺
留
分
の
一
部

を
被
相
続
人
の
取
決
め
よ
り
早
く
に
給
付
す
る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

裁
判
所
に
よ
る
正
当
性
の
審
査
で
は
、
遺
留
分
権
利
者
と
遺
留
分
債
務
者
の
利
益
状
況
お
よ
び
、
死
者
の
意
思
が
基
準
と
な
る
。
遺

留
分
権
利
者
が
、
自
身
の
あ
る
い
は
近
親
者
の
生
活
費
を
賄
う
た
め
に
、
遺
留
分
を
緊
急
に
必
要
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
猶
予
の
取

決
め
は
遺
留
分
権
利
者
に
と
っ
て
不
当
に
酷
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
。
他
方
で
は
、
債
務
者
の
利
益
お
よ
び
そ
の
経
済
的
諸
関
係
が
適

切
に
考
慮
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
遺
留
分
権
利
者
と
遺
留
分
債
務
者
が
同
様
の
利
益
状
態
に
あ
る
場
合
に
は
、
死
者
の
意
思
が
最
後
の
決

（
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め
手
に
な
る
と
さ
れ
る
。

　

三
項
に
よ
る
と
、
裁
判
所
は
、
特
に
考
慮
に
値
す
る
事
例
に
お
い
て
は
、
猶
予
期
間
を
最
長
で
死
後
十
年
に
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
猶
予
期
間
の
延
長
は
、
状
況
の
重
大
な
変
化
が
存
在
す
る
限
り
、
何
度
で
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
は
じ
め
は

二
年
延
長
し
、
そ
の
後
さ
ら
に
一
年
延
長
す
る
と
い
っ
た
決
定
が
可
能
で
あ
る
。

　

な
お
、
猶
予
さ
れ
た
期
間
の
利
息
は
遺
留
分
債
務
者
が
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

②
出
捐
に
よ
る
遺
留
分
の
填
補

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
六
六
条
一
項
二
文
に
よ
る
と
、
被
相
続
人
は
、
出
捐
に
よ
る
遺
留
分
の
填
補
も
ま
た
同
様
に
、
全
部
ま
た
は

一
部
に
つ
き
同
じ
期
間
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
出
捐
に
よ
る
遺
留
分
の
填
補
と
は
、
被
相
続
人
に
よ
る
生
前
贈
与
や
遺
贈
に
よ
り
、

遺
留
分
権
利
者
の
個
別
的
な
遺
留
分
を
満
た
す
こ
と
で
あ
る
（A

BGB

七
六
一
条
一
項
）。
つ
ま
り
、
た
と
え
ば
、
被
相
続
人
が
二
人

の
子
の
う
ち
長
男
を
単
独
相
続
人
に
指
定
し
、
二
男
に
は
遺
留
分
の
填
補
と
し
て
甲
不
動
産
を
遺
贈
す
る
場
合
に
お
い
て
、
被
相
続
人

は
、
遺
言
書
に
お
い
て
、
甲
不
動
産
の
遺
贈
に
三
年
の
始
期
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
二
男
は
、
被
相
続
人
の
死

後
三
年
の
経
過
後
に
始
め
て
甲
不
動
産
の
引
渡
し
を
遺
留
分
債
務
者
で
あ
る
長
男
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
八
一
条
に
よ
っ
て
遺
産
に
加
算
さ
れ
る
生
前
贈
与
は
、
遺
留
分
に
填
補
さ
れ
る
が
（A

BGB

七
六
一
条
一

項
）、
遺
贈
に
お
け
る
引
渡
し
の
請
求
と
は
異
な
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
六
六
条
の
意
味
で
の
猶
予
は
妥
当
し
な
い
。
こ
れ
は
、

生
前
贈
与
は
、
生
存
時
に
受
領
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
引
渡
し
の
猶
予
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
遺
留
分
を

負
担
す
る
受
贈
者
は
、
遺
留
分
請
求
権
の
支
払
猶
予
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（A

BGB

七
九
〇
条
二
項
）。
贈
与
目
的
物
の
種
類

に
よ
っ
て
遺
留
分
権
利
者
に
遺
留
分
の
全
額
ま
た
は
一
部
が
す
ぐ
に
は
帰
属
し
な
い
場
合
（
た
と
え
ば
果
実
の
贈
与
ま
た
は
年
金
の
贈

与
の
場
合
）
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
六
六
条
は
適
用
さ
れ
な
い
。
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オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
六
六
条
二
項
の
裁
判
所
に
よ
る
正
当
性
審
査
に
つ
い
て
の
規
律
は
、
そ
の
文
言
お
よ
び
補
足
説
明
に
鑑
み
て
、

金
銭
遺
留
分
請
求
権
の
支
払
猶
予
の
み
に
妥
当
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
遺
留
分
の
填
補
の
猶
予
に
も
類
推
適
用
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

③
終
意
処
分
に
お
け
る
猶
予
の
指
示
の
解
釈

　

問
題
は
、
被
相
続
人
が
遺
贈
に
つ
い
て
始
期
を
指
定
す
る
な
ど
期
限
に
つ
い
て
定
め
る
全
て
の
取
決
め
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七

六
六
条
一
項
第
二
文
の
意
味
で
の
猶
予
を
意
味
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
同
条
の
意
味
で
の
猶
予
の
取
決
め
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
取

決
め
は
、
期
間
の
取
決
め
に
つ
い
て
の
制
限
に
服
し
、
裁
判
所
の
正
当
性
の
審
査
の
対
象
と
な
る
た
め
こ
の
問
題
は
重
要
な
意
味
を
も

つ
。
文
言
は
、
遺
留
分
填
補
の
一
定
の
方
法
に
よ
り
猶
予
を
導
く
可
能
性
が
被
相
続
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

（
“・
・
・Ebenso kann er . . . erstrecken

”）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
全
て
の
取
決
め
を
同
項
の
意
味
で
の
猶
予
と
み
る
必
要
は
な
く
、

個
別
の
事
例
に
お
い
て
猶
予
の
本
質
に
し
た
が
っ
て
判
断
す
る
べ
き
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
被
相
続
人
の
取
決
め
が
、
即
時
に
給
付
す

る
べ
き
遺
留
分
に
対
し
て
遺
留
分
債
務
者
に
利
益
を
も
た
ら
す
場
合
に
は
、
同
条
の
意
味
で
の
猶
予
が
存
在
す
る
と
み
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
遺
留
分
債
務
の
履
行
が
時
間
的
に
延
期
さ
れ
る
が
猶
予
の
本
質
か
ら
み
て
猶
予
が
存
在
し
な
い
と
評
価
さ
れ
る
場

合
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
六
六
条
は
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
す
で
に
生
存
者
間
の
法
律
行
為
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
た
制

限
、
期
限
ま
た
は
負
担
が
終
意
に
よ
る
出
捐
に
付
さ
れ
て
い
る
場
合
、
た
と
え
ば
会
社
持
分
が
出
捐
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
生

じ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
生
存
時
の
契
約
当
事
者
、
た
と
え
ば
社
員
の
協
力
な
し
に
は
、
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
オ
ー

ス
ト
リ
ア
民
法
七
六
六
条
の
意
味
で
の
猶
予
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
五
年
（
場
合
に
よ
っ
て
は
十
年
）
の
経
過
後
に
、
履
行
期
が

到
来
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
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④
裁
判
所
に
よ
る
支
払
猶
予
と
正
当
性
の
審
査

　

被
相
続
人
が
猶
予
の
指
示
を
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
遺
留
分
債
務
者
の
申
立
て
に
よ
っ
て
裁
判
所
が
金
銭
遺
留
分
請
求
権

の
支
払
猶
予
お
よ
び
猶
予
期
間
内
で
の
分
割
払
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
（A

BGB

七
六
七
条
）。
金
銭
遺
留
分
請
求
権
は
、
被
相
続

人
の
死
後
一
年
経
過
後
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
が
（A

BGB

七
六
五
条
二
項
）、
裁
判
所
は
さ
ら
に
遺
留
分
債
務

者
の
請
求
に
基
づ
い
て
こ
の
期
間
を
五
年
ま
で
（
特
別
の
場
合
に
は
十
年
ま
で
）
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
（A

BGB

七
六
七
条
二

項
、
三
項
）。
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、「
遺
留
分
債
務
者
に
と
っ
て
全
事
情
を
考
慮
し
て
不
当
に
酷
で
あ
る
場
合
」
と
さ
れ
、

支
払
猶
予
の
正
当
性
が
審
査
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
正
当
性
の
審
査
で
は
、
遺
留
分
債
務
者
の
状
況
だ
け
で
は
な
く
、
遺
留
分

権
利
者
の
利
益
も
考
慮
さ
れ
、
両
者
が
比
較
検
討
さ
れ
る
。
規
律
の
目
的
に
つ
い
て
、
一
方
で
は
遺
留
分
債
務
者
お
よ
び
そ
の
家
族
の

経
済
的
な
生
存
の
保
護
を
目
的
と
し
（
目
的
⒜
）、
他
方
で
は
事
業
の
存
続
を
目
的
と
し
て
い
る
と
さ
れ
る
（
目
的
⒝
）。

　

判
断
基
準
に
つ
い
て
、
目
的
⒜
に
対
応
す
る
例
と
し
て
、「
遺
留
分
債
務
者
が
、
他
に
十
分
な
財
産
を
持
た
な
い
た
め
に
現
在
の
居

住
の
必
要
性
を
満
た
す
た
め
の
住
宅
ま
た
は
経
済
的
な
生
活
基
盤
と
な
っ
て
い
る
事
業
を
売
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
」
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。「
事
業
」
と
い
う
概
念
は
、
広
く
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
相
続
人
の
事
業
遂
行
へ
の
影
響
力
、
し
た
が

っ
て
彼
の
経
済
的
な
生
存
を
保
護
す
る
、
企
業
の
持
分
が
対
象
と
な
り
う
る
。
つ
ま
り
、
企
業
の
持
分
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
遺
留
分

債
務
者
の
生
活
基
盤
を
保
障
す
る
か
否
か
、
事
業
の
遂
行
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
か
否
か
が
重
要
で
あ
る
。
単
な
る
価
値
の

あ
る
事
業
用
設
備
を
遺
留
分
支
払
の
た
め
に
売
却
す
る
こ
と
は
、
遺
留
分
債
務
者
に
と
っ
て
通
常
は
期
待
可
能
で
あ
り
、
支
払
猶
予
の

根
拠
と
な
ら
な
い
。
な
お
、
遺
留
分
債
務
者
が
事
業
を
相
続
に
よ
っ
て
取
得
し
た
か
否
か
は
判
断
基
準
と
し
て
重
要
で
は
な
い
と
さ
れ

る
。

　

ま
た
、
⒝
の
目
的
に
対
応
す
る
判
断
基
準
の
例
と
し
て
、
同
項
に
よ
る
と
「
そ
の
即
時
の
支
払
が
事
業
の
継
続
を
相
当
危
険
に
晒
す
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場
合
」
に
も
、
遺
留
分
債
務
者
の
請
求
に
よ
り
支
払
猶
予
さ
れ
う
る
。
つ
ま
り
、
遺
留
分
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
の
継

続
の
予
測
が
否
定
的
に
な
る
場
合
に
も
、
猶
予
さ
れ
う
る
。
こ
の
猶
予
基
準
に
お
い
て
は
、
遺
留
分
債
務
者
お
よ
び
そ
の
家
族
の
生
存

の
保
護
で
は
な
く
、
事
業
の
一
般
的
な
利
益
と
り
わ
け
労
働
の
場
を
維
持
す
る
た
め
の
事
業
の
保
護
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
要
件
は
、

事
業
の
継
続
が
、
遺
留
分
の
即
時
の
支
払
義
務
に
よ
り
直
接
に
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
場
合
に
の
み
該
当
す
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

　

い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
遺
留
分
権
利
者
の
利
益
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
遺
留
分
権
利
者
の
緊
急

の
生
存
を
脅
か
す
経
済
状
況
ま
た
は
扶
養
義
務
な
ど
が
確
認
さ
れ
る
場
合
に
は
猶
予
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
遺
留

分
債
務
者
の
即
時
の
支
払
が
不
当
に
酷
と
さ
れ
る
の
は
、
遺
留
分
権
利
者
に
と
っ
て
、
猶
予
が
経
済
的
状
況
に
基
づ
い
て
期
待
し
う
る

場
合
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
債
務
者
に
と
っ
て
不
当
に
酷
な
状
況
は
、
単
な
る
部
分
的
な
猶
予
に
よ
っ
て
も
緩
和
さ
れ
う
る
。

　

な
お
、
死
者
か
ら
生
前
に
事
業
な
ど
を
贈
与
さ
れ
た
者
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
八
九
条
に
よ
っ
て
遺
留
分
を
負
担
す
る
義
務
を

負
い
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
九
〇
条
二
項
に
よ
り
支
払
猶
予
を
請
求
し
う
る
。

⑤
猶
予
期
間
の
利
息
の
負
担

　

支
払
猶
予
の
場
合
に
は
、
遺
留
分
債
務
者
は
相
続
開
始
時
か
ら
法
定
利
息
を
負
担
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

法
定
利
息
を
負
担
す
る
こ
と
が
遺
留
分
債
務
者
の
過
度
な
負
担
と
な
る
こ
と
が
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
融
資
を
受
け
て
資
金
を
調

達
す
る
方
が
、
猶
予
を
受
け
る
よ
り
も
有
利
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
遺
留
分
請
求
権
の
支
払
猶
予
は
遺
留
分
債
務
者
の
利
益
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
、
遺
留
分
債
務
者
は
、
遺
留
分
を
期
限
よ

り
前
に
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
、
被
相
続
人
が
期
限
よ
り
前
の
支
払
を
た
と
え
ば
事
業
の
存
続
を
守
る
た
め
に
防
ぎ
た

い
と
い
う
場
合
に
は
、
期
限
よ
り
前
の
支
払
を
禁
ず
る
よ
う
指
示
す
る
ま
た
は
遺
贈
等
に
解
除
条
件
を
付
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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（
2
）
期
限
の
許
与
（
民
法
一
〇
四
七
条
五
項
）
と
の
比
較

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
法
に
お
け
る
支
払
猶
予
制
度
の
特
徴
は
、
猶
予
の
可
否
や
そ
の
期
間
の
決
定
を
、
第
一
段
階
と
し
て
被
相
続

人
に
委
ね
、
そ
の
上
で
第
二
段
階
と
し
て
決
定
の
妥
当
性
を
裁
判
所
の
審
査
に
服
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
猶
予
の
対
象

に
、
遺
贈
等
に
よ
る
遺
留
分
の
填
補
を
含
め
た
各
遺
留
分
権
利
者
の
個
別
的
な
遺
留
分
全
体
に
つ
い
て
、
請
求
権
の
猶
予
を
規
律
し
て

い
る
の
も
特
徴
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
相
続
人
は
、
た
と
え
ば
遺
言
に
お
い
て
遺
留
分
請
求
権
を
死
後
五
年
後
に
行
使
す
る
こ

と
が
で
き
る
、
と
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
遺
留
分
の
填
補
と
し
て
遺
留
分
権
利
者
Ａ
に
甲
不
動
産
を
遺
贈
す
る
が
、
Ａ

は
被
相
続
人
が
死
亡
し
て
か
ら
五
年
後
に
遺
贈
の
履
行
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
わ
が
国
に
お
け
る
二
〇
一
八
年
の
相
続
法
改
正
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
期
限
の
許
与
に
つ
い
て
の
規
定
で
は
、
受
遺
者

ま
た
は
受
贈
者
の
請
求
を
受
け
て
期
限
の
許
与
の
可
否
や
そ
の
期
間
を
裁
判
所
が
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
（
民
法
一
〇
四
七
条
五
項
）、

被
相
続
人
自
身
が
遺
留
分
侵
害
額
請
求
権
の
期
限
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
を
認
め
る
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
遺

言
に
お
け
る
期
限
の
許
与
に
つ
い
て
の
指
示
、
た
と
え
ば
遺
留
分
侵
害
額
請
求
権
を
死
後
五
年
後
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る

定
め
は
無
効
と
解
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
遺
留
分
侵
害
額
の
算
定
に
お
い
て
個
別
的
遺
留
分
額
か
ら
控
除
さ
れ
る
遺
贈
（
民
法
一
〇
四

六
条
二
項
一
号
）
─
オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
に
お
い
て
は
、
遺
留
分
の
填
補
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
遺
留
分
請
求
の
枠
内
で
扱
わ
れ
て
い

る
（A

BGB

七
六
一
条
一
項
）
─
に
つ
い
て
は
、
被
相
続
人
が
期
限
を
付
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
遺
言
は
遺
言

者
の
死
亡
時
か
ら
効
力
を
生
ず
る
と
し
な
が
ら
（
民
法
九
八
五
条
一
項
）、
遺
言
に
停
止
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、

条
件
が
遺
言
者
の
死
後
に
成
就
し
た
と
き
は
条
件
が
成
就
し
た
と
き
か
ら
遺
言
が
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
民
法
九

八
五
条
二
項
）、
遺
言
に
期
限
を
つ
け
る
こ
と
も
、
民
法
一
般
の
原
則
に
よ
り
（
民
法
一
三
五
条
一
項
）
妨
げ
ら
れ
な
い
と
解
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
。
日
本
の
相
続
法
で
は
遺
贈
に
期
限
を
付
け
る
場
合
に
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
た
と
え
ば
七
年
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の
始
期
を
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
は
、
こ
の
よ
う
な
遺
留
分
の
填
補
と
な
る
遺
贈
等
を
も
、
猶
予
の
制

度
に
取
り
込
み
（A

BGB

七
六
六
条
）、
原
則
と
し
て
五
年
を
上
限
と
す
る
期
間
制
限
を
設
け
、
ま
た
猶
予
の
取
決
め
の
妥
当
性
を
裁

判
所
の
審
査
の
対
象
と
し
、
遺
留
分
権
利
者
の
利
益
に
も
配
慮
す
る
規
律
を
採
用
し
て
い
る
。
わ
が
国
で
は
、
個
別
的
遺
留
分
か
ら
控

除
さ
れ
る
遺
贈
を
遺
留
分
請
求
権
の
枠
外
に
位
置
づ
け
て
い
る
た
め
に
、
遺
贈
の
履
行
に
期
限
を
付
け
る
こ
と
に
遺
留
分
権
利
者
の
側

か
ら
み
た
制
限
が
特
別
に
設
け
ら
れ
ず
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
被
相
続
人
の
自
由
な
取
決
め
に
任
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
個
別
的
遺
留

分
か
ら
控
除
さ
れ
る
遺
贈
は
、
規
定
が
な
い
と
し
て
も
実
質
的
に
は
遺
留
分
を
填
補
す
る
も
の
と
み
れ
ば
、
裁
判
所
の
審
査
が
な
さ
れ

ず
期
間
に
つ
い
て
の
制
限
も
付
さ
れ
ず
、
実
質
的
に
は
遺
留
分
の
一
部
と
い
え
る
遺
贈
の
履
行
を
長
期
間
請
求
で
き
な
い
と
い
う
遺
留

分
権
利
者
の
不
利
益
な
状
況
を
放
置
し
て
よ
い
か
が
問
題
と
な
る
。
同
様
に
、
遺
留
分
権
利
者
の
利
益
に
配
慮
す
る
と
い
う
観
点
か
ら

は
、
許
与
さ
れ
た
期
間
に
つ
い
て
受
遺
者
ま
た
は
受
贈
者
に
利
息
を
負
担
す
る
義
務
が
生
じ
な
い
と
み
て
よ
い
か
が
、
問
題
と
し
て
認

識
さ
れ
る
。

2
．
介
護
遺
贈
（Pflegeverm

ächtnis

）

　

二
〇
一
五
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
改
正
に
よ
り
介
護
遺
贈
の
制
度
が
新
設
さ
れ
た
。
介
護
遺
贈
は
遺
留
分
そ
の
も
の
で
は
な
い

が
、
学
説
に
お
い
て
特
別
の
遺
留
分
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
、
遺
留
分
制
度
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
を
有
す
る
た
め
、
遺
留
分
制
度
に
お

け
る
新
制
度
と
し
て
紹
介
し
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

 

（
1
）
内
容
と
特
徴
─
遺
留
分
制
度
に
与
え
る
影
響
を
中
心
に

　

介
護
遺
贈
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
六
七
七
条
お
よ
び
六
七
八
条
に
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
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六
七
七
条
一
項　

死
者
と
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
者
で
、
死
者
を
死
亡
す
る
ま
で
の
三
年
間
に
六
か
月
以
上
、
少
し
の
程
度
で
は
な

く
介
護
し
た
者
は
、
出
捐
ま
た
は
対
価
に
つ
い
て
合
意
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
対
応
し
た
法
定
遺
贈
が
与
え
ら
れ
る
こ

と
と
す
る
。

二
項　

介
護
と
は
、
介
護
を
必
要
と
す
る
者
に
、
で
き
る
範
囲
で
必
要
な
世
話
と
援
助
を
与
え
、
自
己
決
定
に
よ
る
必
要
に
対
応
し

た
生
活
を
送
る
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
に
寄
与
す
る
す
べ
て
の
活
動
を
い
う
。

三
項　

死
者
と
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
者
と
は
、
死
者
の
法
定
相
続
人
、
そ
の
配
偶
者
、
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
ま
た
は
事
実
婚
配
偶
者

お
よ
び
そ
れ
ら
の
者
の
子
、
な
ら
び
に
死
者
の
事
実
婚
配
偶
者
お
よ
び
そ
の
子
で
あ
る
。

六
七
八
条
一
項　

遺
贈
の
額
は
、
給
付
の
種
類
、
長
さ
お
よ
び
程
度
に
よ
る
。

二
項　

遺
贈
は
、
常
に
遺
留
分
、
遺
産
か
ら
の
他
の
給
付
と
並
ん
で
与
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
死
者
が
指
示
し
て
い
た
場
合
を
除
く
。

遺
贈
は
、
廃
除
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
限
り
は
く
奪
さ
れ
う
る
。

　

介
護
遺
贈
の
導
入
に
よ
り
、
被
相
続
人
の
介
護
を
行
っ
た
者
は
、
相
続
法
の
枠
内
で
の
清
算
に
よ
り
介
護
給
付
の
対
価
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
介
護
遺
贈
の
導
入
は
、
こ
れ
ま
で
学
説
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
き
た
介
護
給
付
へ
の
相
続
法
の
対
応
の
要

求
に
こ
た
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
一
定
の
要
件
の
も
と
で
被
相
続
人
の
介
護
を
行
っ
た
者
に
、
被
相
続
人
に
よ
る
遺
言

等
に
よ
る
指
示
が
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
法
定
の
遺
贈
が
与
え
ら
れ
る
。
介
護
遺
贈
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
〇
五
七
ｂ
条
の
法
定
相
続
人

に
よ
る
療
養
看
護
の
調
整
に
対
応
し
、
わ
が
国
で
は
寄
与
分
制
度
に
対
応
す
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
介
護
遺
贈
の
権
利
者

に
は
、
法
定
相
続
人
の
ほ
か
、
法
定
相
続
人
の
配
偶
者
や
連
れ
子
等
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
寄
与
分
制
度
と
は
異
な
る
。
こ
の

点
で
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
介
護
遺
贈
の
制
度
は
、
わ
が
国
の
二
〇
一
八
年
相
続
法
改
正
で
導
入
さ
れ
た
、
相
続
人
で
は
な
い
親
族
に
、
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そ
の
貢
献
に
対
応
し
た
寄
与
料
の
請
求
を
認
め
る
特
別
の
寄
与
の
制
度
に
も
類
似
点
が
あ
る
と
い
え
よ
う
（
民
法
一
〇
五
〇
条
）。
も

っ
と
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
介
護
遺
贈
の
権
利
者
に
は
事
実
婚
配
偶
者
お
よ
び
そ
の
子
が
含
ま
れ
る
の
に
対
し
、
わ
が
国
の
特
別
の
寄

与
の
制
度
に
は
そ
れ
ら
の
者
が
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
両
制
度
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

　

介
護
遺
贈
は
、
遺
留
分
権
利
者
が
介
護
を
行
っ
た
場
合
に
、
当
該
遺
留
分
権
利
者
の
遺
留
分
を
増
額
さ
せ
る
の
と
実
質
的
に
同
じ
意

味
を
も
ち
う
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
以
下
の
こ
と
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
六

七
八
条
二
項
は
、
介
護
遺
贈
が
遺
留
分
お
よ
び
他
の
遺
産
か
ら
の
給
付
（
遺
贈
等
）
と
並
ん
で
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
遺
贈
が
遺
留
分
か
ら
控
除
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
八
〇
条
一
項
の
例
外
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
遺
留
分
権
利
者
は
、
遺
留
分
に
加
え
て
介
護
遺
贈
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
六
七
八
条
二
項
で
は
「
死
者
が
指
示
し
て
い
た
場
合
を
除
く
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

死
者
が
介
護
遺
贈
を
遺
留
分
か
ら
控
除
す
る
こ
と
を
取
り
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う

な
取
決
め
を
認
め
れ
ば
、
介
護
遺
贈
に
よ
る
利
益
が
生
じ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
認
め
ら
れ
ず
、
た
だ
、
他
の
遺
産
か
ら
の
給
付
、

例
え
ば
遺
贈
に
つ
い
て
の
み
、
介
護
遺
贈
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
た
め
改
め
て
介
護
遺
贈
を
請
求
で
き
な
い
と
す
る
取
決
め
が
認
め
ら
れ

る
と
解
さ
れ
る
。
結
果
と
し
て
、
介
護
遺
贈
は
廃
除
事
由
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
は
く
奪
さ
れ
う
る
。
相
続
欠
格
の
場
合
に
も
、
介

護
者
に
は
介
護
遺
贈
が
帰
属
し
な
い
。

　

遺
贈
の
法
的
性
質
か
ら
、
介
護
者
は
、
そ
の
給
付
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
遺
産
債
権
者
に
劣
後
し
、
遺
産
の
破
産
の
場
合
に
は
、

何
も
取
得
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
不
当
利
得
に
基
づ
く
返
還
請
求
権
を
主
張
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。
遺
留
分
権
利
者
へ
の
弁
済
に
つ
い
て
は
、
介
護
遺
贈
の
受
益
者
は
負
担
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七

六
四
条
二
項
は
介
護
遺
贈
の
受
益
者
を
負
担
義
務
者
か
ら
除
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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介
護
遺
贈
の
、
そ
の
他
の
遺
贈
と
の
優
先
関
係
に
つ
い
て
は
、
制
定
法
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
介
護
遺
贈
が
遺
留
分

の
性
質
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
扶
養
遺
贈
な
ど
と
同
様
に
、
他
の
遺
贈
に
優
先
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

 

（
2
）
日
本
遺
留
分
法
に
お
け
る
介
護
給
付
の
扱
い
と
の
比
較

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
介
護
遺
贈
に
よ
っ
て
遺
留
分
権
利
者
に
与
え
ら
れ
る
権
利
は
、
廃
除
や
欠
格
に
よ
る

以
外
は
奪
わ
れ
ず
他
の
遺
贈
に
優
先
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
点
で
遺
留
分
の
性
質
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
遺
留
分
権
利

者
の
遺
留
分
に
つ
い
て
、
介
護
に
よ
り
増
額
さ
れ
る
の
と
実
質
的
に
同
様
の
結
果
を
発
生
さ
せ
る
可
能
性
を
認
め
て
い
る
点
で
介
護
遺

贈
は
特
徴
的
で
あ
る
。
日
本
の
遺
留
分
法
で
は
、
遺
留
分
侵
害
額
の
算
定
に
お
い
て
、
遺
留
分
権
利
者
の
寄
与
を
考
慮
す
る
こ
と
は
認

め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
遺
留
分
権
利
者
の
介
護
給
付
は
、
遺
留
分
額
の
算
定
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
被

相
続
人
が
全
財
産
で
あ
る
一
〇
〇
〇
万
円
の
預
金
債
権
を
第
三
者
Ａ
に
遺
贈
し
、
子
Ｂ
・
Ｃ
を
残
し
て
死
亡
し
た
と
す
る
。
Ｂ
・
Ｃ
の

個
別
的
遺
留
分
額
お
よ
び
遺
留
分
侵
害
額
は
各
二
五
〇
万
円
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
Ｂ
の
被
相
続
人
に
対
す
る
介
護
に
よ
る
貢
献
が
二
〇

〇
万
円
と
評
価
さ
れ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
わ
が
国
の
遺
留
分
法
で
は
、
遺
留
分
侵
害
額
の
算
定
に
お
い
て
遺
留
分
権
利
者
の

寄
与
分
は
考
慮
さ
れ
な
い
か
ら
、
Ｂ
・
Ｃ
と
も
に
受
遺
者
Ａ
に
対
し
て
、
二
五
〇
万
円
の
遺
留
分
侵
害
額
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
で
は
、
Ｂ
の
介
護
遺
贈
二
〇
〇
万
円
は
、
Ａ
へ
の
遺
贈
に
優
先
し
、

し
か
も
Ｂ
の
介
護
遺
贈
は
、
遺
留
分
に
加
え
て
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
Ｂ
は
、
二
〇
〇
万
円
の
遺
贈
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
の
に
加
え
て
二
五
〇
万
円
の
遺
留
分
請
求
権
を
も
行
使
し
う
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
よ
う
（A

BGB

七
六
四
条
二
項
）。

　

つ
ま
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
で
は
、
介
護
に
よ
り
貢
献
し
た
遺
留
分
権
利
者
は
、
画
一
的
な
遺
留
分
額
の
み
な
ら
ず
、
介
護
を

考
慮
し
た
額
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
が
、
寄
与
分
を
遺
留
分
に
加
算
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
日
本
遺
留
分
法
と
異
な
る
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特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。

四　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
法
に
お
け
る
そ
の
他
の
改
正

1
．
遺
留
分
の
は
く
奪

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
に
は
、
被
相
続
人
の
意
思
で
遺
留
分
権
利
者
か
ら
遺
留
分
権
を
奪
う
こ
と
の
で
き
る
制
度
と
し
て
、
相
続
人

の
廃
除
の
制
度
が
相
続
法
改
正
前
か
ら
存
在
し
て
い
る
。
被
相
続
人
は
、
終
意
処
分
に
よ
り
遺
留
分
を
は
く
奪
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
く
奪
は
明
示
に
よ
っ
て
も
黙
示
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
う
る
が
、
は
く
奪
事
由
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
場
合
に
の
み
有
効
と
な
る
。
二
〇

一
五
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
改
正
に
よ
り
、
は
く
奪
事
由
に
修
正
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

 

（
1
）
改
正
後
お
よ
び
改
正
前
の
条
文

①
相
続
法
改
正
後
の
遺
留
分
は
く
奪
規
定

改
正
後
の
遺
留
分
は
く
奪
規
定
（A

BGB

七
六
九
条
、
七
七
〇
条
、
七
七
七
条
）
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

七
六
九
条　

廃
除
は
、
終
意
処
分
に
よ
る
遺
留
分
の
全
額
ま
た
は
一
部
の
は
く
奪
で
あ
る
。

　

七
七
〇
条　

遺
留
分
権
利
者
は
以
下
の
場
合
に
廃
除
さ
れ
う
る
。

一
号　

死
者
に
対
し
て
故
意
に
よ
っ
て
の
み
な
し
う
る
一
年
以
上
の
自
由
刑
が
科
さ
れ
う
る
裁
判
上
処
罰
可
能
な
行
為
を
し
た
場
合
。

二
号　

死
者
の
配
偶
者
、
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
、
事
実
婚
配
偶
者
ま
た
は
直
系
血
族
、
兄
弟
姉
妹
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
者
の
子
、
配
偶

者
、
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
ま
た
は
事
実
婚
配
偶
者
な
ら
び
に
死
者
の
継
子
に
対
し
て
、
故
意
に
よ
っ
て
の
み
な
し
う
る
一
年
以

（
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上
の
自
由
刑
が
科
さ
れ
う
る
裁
判
上
処
罰
可
能
な
行
為
を
し
た
場
合
。

　

三
号　

死
者
の
真
正
の
最
終
意
思
の
実
現
を
故
意
に
妨
害
し
た
ま
た
は
妨
害
し
よ
う
と
し
た
場
合
。

　

四
号　

死
者
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
態
様
で
重
大
な
精
神
的
苦
痛
を
与
え
た
場
合
。

　

五
号　

そ
の
他
死
者
に
対
す
る
家
族
法
上
の
義
務
を
ひ
ど
く
怠
っ
た
場
合
。

　

六
号　

故
意
に
よ
る
一
つ
ま
た
は
複
数
の
処
罰
可
能
な
行
為
に
よ
り
終
身
ま
た
は
二
〇
年
の
自
由
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
。

　

七
七
七
条　

遺
留
分
権
利
者
が
欠
格
と
な
っ
た
ま
た
は
廃
除
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
必
要
な
扶
養
請
求
権
は
常
に
与
え
ら
れ
る
。

②
相
続
法
改
正
前
の
遺
留
分
は
く
奪
規
定

　

改
正
前
の
遺
留
分
は
く
奪
規
定
は
、
相
続
欠
格
の
規
定
（
五
四
〇
条
─
五
四
二
条
）
を
準
用
し
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。

　

七
六
八
条　

子
は
以
下
の
場
合
に
廃
除
さ
れ
う
る
。

　

一
号　

削
除
。

　

二
号　

被
相
続
人
を
緊
急
事
態
に
お
い
て
援
助
せ
ず
放
置
し
た
場
合
。

　

三
号　

故
意
に
よ
る
一
つ
ま
た
は
複
数
の
処
罰
可
能
な
行
為
に
よ
り
終
身
ま
た
は
二
〇
年
の
自
由
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
。

　

四
号　

あ
え
て
一
般
の
道
徳
に
反
す
る
生
活
形
態
を
と
っ
て
い
る
場
合
。

七
六
九
条　

配
偶
者
お
よ
び
親
も
ま
た
、
同
条
の
事
由
に
よ
り
廃
除
さ
れ
う
る
。
配
偶
者
は
さ
ら
に
、
扶
助
義
務
を
ひ
ど
く
怠
っ
た

場
合
に
も
廃
除
さ
れ
う
る
。

七
七
〇
条　

一
般
的
に
五
四
〇
条
か
ら
五
四
二
条
に
基
づ
く
相
続
人
を
欠
格
と
す
る
行
為
に
よ
っ
て
、
終
意
に
よ
り
法
定
相
続
人
か
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ら
遺
留
分
を
は
く
奪
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
四
〇
条　

被
相
続
人
に
対
し
て
故
意
に
よ
っ
て
の
み
な
し
う
る
一
年
以
上
の
自
由
刑
に
科
さ
れ
う
る
裁
判
上
処
罰
可
能
な
行
為
を

な
し
た
者
、
ま
た
は
親
子
間
の
法
的
関
係
か
ら
生
じ
る
被
相
続
人
に
対
す
る
義
務
を
ひ
ど
く
怠
っ
た
者
は
、
諸
状
況
か
ら
被
相
続

人
が
そ
の
者
を
宥
恕
し
た
こ
と
が
推
知
さ
れ
な
い
限
り
相
続
欠
格
と
さ
れ
る
。

五
四
一
条　

法
定
相
続
に
お
い
て
相
続
欠
格
と
な
っ
た
者
の
卑
属
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
後
に
生
存
す
る
限
り
、
欠
格
者
の
相
続
の

地
位
に
つ
く
。

五
四
二
条　

被
相
続
人
に
終
意
の
表
示
を
強
制
す
る
者
、
ま
た
は
欺
罔
に
よ
り
表
示
を
誘
導
し
た
者
、
終
意
の
表
示
ま
た
は
撤
回
を

妨
げ
る
ま
た
は
被
相
続
人
が
す
で
に
な
し
て
い
た
終
意
を
表
示
さ
せ
な
か
っ
た
者
は
、
相
続
権
を
は
く
奪
さ
れ
、
全
て
の
者
の
た

め
に
、
第
三
者
に
対
し
こ
れ
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
責
任
を
負
う
。

七
九
五
条　

遺
留
分
を
制
定
法
に
よ
っ
て
は
く
奪
さ
れ
る
法
定
相
続
人
で
あ
っ
て
も
、
常
に
必
要
な
扶
養
請
求
権
は
適
切
に
考
慮
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
2
）
改
正
の
目
的
と
意
義

　

改
正
の
目
的
は
、
遺
留
分
の
は
く
奪
の
要
件
と
な
る
廃
除
事
由
を
拡
張
し
、
被
相
続
人
の
終
意
処
分
に
お
け
る
自
己
決
定
を
強
化
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
。
拡
張
の
主
な
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
改
正
前
の
「
被
相
続
人
に
対
し
て
故
意
に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
う
る
一
年
以

上
の
自
由
刑
に
科
さ
れ
う
る
裁
判
上
処
罰
可
能
な
行
為
を
な
し
た
者
」
の
部
分
で
あ
る
（
改
正
前A

BGB

七
七
〇
条
、
五
四
〇
条
）。

廃
除
事
由
と
な
る
処
罰
可
能
な
行
為
は
、
改
正
前
は
被
相
続
人
に
対
し
て
な
し
た
行
為
の
み
で
あ
っ
た
が
、
改
正
に
よ
り
被
相
続
人
の

近
親
者
に
対
し
て
な
し
た
行
為
に
拡
げ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
被
相
続
人
だ
け
で
は
な
く
、
被
相
続
人
の
「
配
偶
者
、
登

（
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録
パ
ー
ト
ナ
ー
、
事
実
婚
配
偶
者
ま
た
は
直
系
血
族
、
兄
弟
姉
妹
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
者
の
子
、
配
偶
者
、
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
ま
た
は

事
実
婚
配
偶
者
な
ら
び
に
死
者
の
継
子
」（A

BGB

七
七
〇
条
二
号
）
に
対
す
る
行
為
が
廃
除
事
由
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
廃
除

事
由
が
拡
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
家
族
法
上
の
義
務
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
る
廃
除
事
由
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
は
、
配
偶
者
の
遺
留
分
を
は
く
奪
す
る
廃
除
事

由
と
し
て
の
み
、「
扶
助
義
務
を
ひ
ど
く
怠
っ
た
場
合
」（
改
正
前A

BGB

七
六
九
条
）
と
規
定
さ
れ
、
子
の
遺
留
分
を
は
く
奪
す
る

事
由
と
し
て
は
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
親
子
関
係
か
ら
生
ず
る
義
務
の
重
大
な
違
反
も
同
様
に
、
は
く
奪
事
由
と
す
る

べ
き
と
さ
れ
、
親
子
関
係
か
ら
生
じ
る
義
務
と
夫
婦
関
係
（
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
）
か
ら
生
ず
る
義
務
の
両
者
を
含
む
も
の
と
し
て
、

「
死
者
に
対
す
る
家
族
法
上
の
義
務
を
ひ
ど
く
怠
っ
た
場
合
」（A

BGB

七
七
〇
条
五
号
）
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

な
お
、
子
の
廃
除
事
由
に
つ
い
て
「
あ
え
て
一
般
の
道
徳
に
反
す
る
生
活
形
態
を
と
っ
て
い
る
」
と
す
る
改
正
前
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民

法
七
六
八
条
四
号
は
、
も
は
や
時
代
適
合
的
で
は
な
い
と
し
て
削
除
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
七
七
条
に
よ
る
と
、
遺
留
分
権
利
者
が
欠
格
と
な
っ
た
ま
た
は
廃
除
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

必
要
な
扶
養
請
求
権
は
常
に
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
改
正
前
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
九
五
条
と
内
容
を
同
じ
く
す
る
が
、
遺
留
分
権

利
者
が
廃
除
さ
れ
た
場
合
だ
け
で
は
な
く
欠
格
に
あ
た
る
場
合
に
も
必
要
な
扶
養
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

 

（
3
）
日
本
の
廃
除
事
由
と
の
比
較

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
に
お
け
る
遺
留
分
を
は
く
奪
す
る
廃
除
事
由
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
七
〇
条
一
号
か
ら
六
号
に
列
挙
さ

れ
て
い
る
。
わ
が
国
で
遺
留
分
を
は
く
奪
す
る
廃
除
事
由
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
の
よ
う
に
事
由
を
個
別
的
に
列
挙
す
る
の
で
は
な

く
、「
被
相
続
人
に
対
し
て
虐
待
を
し
、
若
し
く
は
こ
れ
に
重
大
な
侮
辱
を
加
え
た
と
き
、
又
は
推
定
相
続
人
に
そ
の
他
の
著
し
い
非

（
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行
が
あ
っ
た
と
き
」
と
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
（
民
法
八
九
二
条
）。
こ
の
規
定
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
七
〇
条
の
各
号
の
事

由
が
含
ま
れ
る
と
み
れ
ば
、
両
者
に
お
け
る
事
由
は
、
規
定
の
仕
方
が
大
き
く
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
重
な
る
部
分
が

大
き
い
。
も
っ
と
も
、
日
本
民
法
八
九
二
条
は
廃
除
事
由
と
な
る
行
為
を
個
別
に
列
挙
せ
ず
適
用
範
囲
が
不
明
確
で
あ
る
。

　

廃
除
事
由
と
な
る
行
為
の
相
手
方
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
五
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
改
正
に
よ
り
、
こ
れ
を
被
相
続
人
だ
け
で

は
な
く
、
そ
の
配
偶
者
、
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
、
事
実
婚
配
偶
者
、
直
系
血
族
、
兄
弟
姉
妹
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
者
の
子
、
配
偶
者
、
登

録
パ
ー
ト
ナ
ー
ま
た
は
事
実
婚
配
偶
者
な
ら
び
に
被
相
続
人
の
継
子
と
い
う
広
い
範
囲
に
拡
張
し
た
。
わ
が
国
の
廃
除
制
度
で
は
、
廃

除
事
由
と
な
る
行
為
は
、
被
相
続
人
に
対
す
る
虐
待
や
重
大
な
侮
辱
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
被
相
続
人
の
配
偶
者
や
事
実
婚
配
偶

者
等
に
対
す
る
行
為
は
廃
除
事
由
と
は
さ
れ
て
い
な
い
（
民
法
八
九
二
条
）。
被
相
続
人
以
外
の
者
に
対
す
る
行
為
は
、「
そ
の
他
著
し

い
非
行
」
と
み
ら
れ
る
場
合
に
は
、
廃
除
事
由
と
な
り
う
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
例
は
典
型
的
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
改
正

後
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
に
お
け
る
遺
留
分
を
は
く
奪
す
る
廃
除
制
度
は
、
日
本
に
お
け
る
廃
除
制
度
よ
り
も
廃
除
事
由
が
広
く
、

そ
の
分
被
相
続
人
の
処
分
の
自
由
の
領
域
が
大
き
い
と
評
価
し
う
る
。

　

な
お
、
日
本
相
続
法
に
は
存
在
し
な
い
規
定
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
七
七
条
で
は
、
廃
除
や
欠
格
に
よ
り
遺
留
分
を
失
っ

た
者
に
も
、
扶
養
請
求
権
が
帰
属
す
る
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
で
は
、
遺
留
分
を
失
っ
た
遺
留
分
権
利
者
が
、
扶
養
請
求
権
を

行
使
し
う
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
被
相
続
人
の
遺
留
分
権
利
者
に
対
す
る
扶
養
義
務
は
金
銭
債
務
と
し
て
確
定
し
て
い

る
場
合
を
除
い
て
一
身
専
属
性
を
有
す
る
と
解
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
相
続
人
が
被
相
続
人
の
扶
養
義
務
を
相
続
し
て
負
担
す
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
た
め
、
遺
留
分
を
失
っ
た
者
に
は
扶
養
請
求
権
は
帰
属
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法

は
、
廃
除
や
欠
格
に
よ
り
遺
留
分
を
失
っ
た
者
の
生
活
保
障
に
つ
い
て
配
慮
し
、
遺
留
分
の
生
活
保
障
の
機
能
を
よ
り
重
視
し
て
い
る

と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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2
．
遺
留
分
の
減
額

 
（
1
）
改
正
後
お
よ
び
改
正
前
の
条
文

　

被
相
続
人
は
、
遺
留
分
権
利
者
を
一
定
の
事
由
に
基
づ
い
て
遺
留
分
権
利
者
の
遺
留
分
を
半
分
ま
で
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る

（A
BGB

七
七
六
条
）。
こ
の
遺
留
分
の
減
額
に
つ
い
て
の
規
定
は
二
〇
一
五
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
改
正
前
か
ら
存
在
し
た
。
相

続
法
改
正
に
よ
り
減
額
の
要
件
と
減
額
さ
れ
う
る
者
の
範
囲
が
修
正
さ
れ
た
。
遺
留
分
の
減
額
に
つ
い
て
の
改
正
前
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民

法
七
七
三
ａ
条
お
よ
び
現
行
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
七
六
条
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
相
続
法
改
正
前
の
減
額
規
定

七
七
三
ａ
条
一
項　

被
相
続
人
と
遺
留
分
権
利
者
が
、
家
族
に
お
い
て
血
族
間
に
通
常
存
在
す
る
よ
う
な
近
し
い
関
係
に
一
度
も
な
か

っ
た
場
合
に
は
、
被
相
続
人
は
遺
留
分
を
半
分
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
項　

七
七
一
条
お
よ
び
七
七
二
条
（
遺
留
分
剥
奪
の
撤
回
・
宥
恕
お
よ
び
剥
奪
原
因
の
立
証
責
任
─
筆
者
注
）
は
遺
留
分
の
減
額
に

準
用
さ
れ
る
。

三
項　

遺
留
分
を
減
額
す
る
権
利
は
、
被
相
続
人
が
遺
留
分
権
利
者
と
の
個
人
的
な
接
触
に
対
す
る
権
利
の
行
使
を
理
由
な
く
拒
絶
し

た
場
合
に
は
生
じ
な
い
。

②
相
続
法
改
正
後
の
減
額
規
定

七
七
六
条
一
項　

処
分
者
と
遺
留
分
権
利
者
に
、
一
度
も
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
処
分
者
の
死
亡
前
に
長
期
間
、
家
族
間
に
通
常
存
在

す
る
よ
う
な
近
し
い
関
係
が
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
処
分
者
は
、
遺
留
分
を
最
終
意
思
に
よ
っ
て
半
分
ま
で
減
額
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

二
項　

遺
留
分
を
減
額
す
る
権
利
は
、
死
者
が
理
由
な
く
交
流
を
避
け
、
ま
た
は
交
流
を
欠
く
正
当
な
契
機
を
与
え
た
場
合
に
は
生
じ
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な
い
。

三
項　

七
七
三
条
お
よ
び
七
七
四
条
（
遺
留
分
剥
奪
の
撤
回
・
宥
恕
お
よ
び
剥
奪
原
因
の
立
証
責
任
─
筆
者
注
）
は
遺
留
分
の
減
額
に

準
用
さ
れ
る
。
遺
留
分
の
減
額
は
、
終
意
処
分
に
お
け
る
無
視
に
よ
り
黙
示
で
も
指
示
し
う
る
。

 

（
2
）
遺
留
分
減
額
の
趣
旨
と
改
正
の
意
義

①
遺
留
分
減
額
の
趣
旨

　

遺
留
分
の
減
額
は
、
婚
外
子
が
婚
内
子
と
相
続
法
上
同
等
に
父
を
相
続
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
一
九
八
九
年
の
相
続
法
改
正
に
よ
り

導
入
さ
れ
た
。
遺
留
分
の
減
額
は
、
相
続
法
改
正
の
影
響
を
緩
和
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
遺
留
分
権
利
者
と
被
相
続
人
と
の

間
に
、
法
定
相
続
権
お
よ
び
遺
留
分
権
に
と
っ
て
典
型
的
な
近
し
い
関
係
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
被
相
続
人
は
遺
留
分
を
半
分
減

額
す
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
遺
留
分
の
減
額
を
受
け
る
者
と
し
て
主
に
婚
外
子
が
想
定
さ
れ
て
い
た
が
、

条
文
上
は
婚
外
子
に
制
限
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
被
相
続
人
は
よ
り
大
き
な
遺
言
の
自
由
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
「
近
し
い
関
係
」
が
欠
如
し
て
い
た
と
み
る
に
は
、
単
な
る
「
疎
遠
な
感
情
」
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
重
要
な
の
は
、
最
低
限
の
人

間
的
交
流
が
あ
っ
た
か
否
か
で
あ
る
。

②
要
件
の
緩
和

　

二
〇
一
五
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
改
正
の
議
論
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
七
三
ａ
条
に
つ
い
て
、
遺
留
分

の
減
額
の
要
件
が
制
限
的
に
過
ぎ
る
と
い
う
点
が
問
題
と
さ
れ
た
。

　

ま
ず
、
改
正
前
の
遺
留
分
減
額
は
、
被
相
続
人
と
遺
留
分
権
利
者
と
の
間
に
、
血
族
間
に
通
常
存
在
す
る
近
し
い
関
係
が
一
度
も
存

在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
制
限
が
厳
し
過
ぎ
る
と
批
判
さ
れ
た
。
被
相
続
人
が
死
亡
す
る
前
の
長
期
間
、
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家
族
間
に
通
常
あ
る
べ
き
交
流
が
全
く
な
か
っ
た
場
合
に
も
減
額
を
認
め
て
よ
い
と
提
案
さ
れ
た
。
長
期
間
に
つ
い
て
、
明
文
化
に
は

至
っ
て
い
な
い
が
、
補
足
説
明
で
は
、
具
体
的
に
は
二
〇
年
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
は
遺
留
分
を
減
額
さ
れ
る
の
は
、
血
族
に
限
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
配
偶
者
お
よ
び
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
の

遺
留
分
は
対
象
外
で
あ
っ
た
。
相
続
法
改
正
に
よ
り
、「
血
族
」
の
文
言
は
削
除
さ
れ
、
配
偶
者
お
よ
び
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
も
遺
留
分

の
減
額
を
受
け
る
可
能
性
が
生
じ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
配
偶
者
お
よ
び
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
に
お
い
て
最
低
限
の
人
間
的
交
流
が
欠
如

し
て
い
た
場
合
に
は
、
離
婚
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
、
規
定
が
適
用
さ
れ
る
事
例
は
わ
ず
か
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

③
減
額
が
否
定
さ
れ
る
事
由

　

被
相
続
人
と
遺
留
分
権
利
者
の
間
に
近
し
い
関
係
が
欠
如
し
て
い
る
場
合
で
も
、
減
額
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
つ
い
て
規
定
さ
れ

て
い
る
。
改
正
前
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
七
三
ａ
条
は
、
被
相
続
人
が
遺
留
分
権
利
者
と
の
人
間
的
な
交
流
に
対
す
る
権
利
の
行
使
を

理
由
な
く
拒
絶
し
た
場
合
に
は
減
額
で
き
な
い
と
し
て
い
た
。
こ
の
規
定
で
は
、
主
に
未
成
年
者
の
、
親
に
対
し
て
交
流
を
求
め
る
権

利
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
の
事
例
は
、
成
年
者
同
士
の
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
改
正
後
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
七
六
条
で
は
、
遺
留
分
を
減
額
す
る
権
利
は
、
死
者
が
理
由
な
く
交
流
を
避
け
、
ま
た
は
交
流

を
欠
く
正
当
な
契
機
を
与
え
た
場
合
に
は
生
じ
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
交
流
が
な
か
っ
た

の
か
、
ま
た
誰
の
行
為
が
最
終
的
に
そ
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
か
で
あ
る
。

④
減
額
の
方
法

　

減
額
の
方
法
に
つ
い
て
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
七
六
条
三
項
は
、
改
正
前
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
七
三
ａ
条
二
項
に
対
応
し
、
被

相
続
人
が
終
意
処
分
に
よ
っ
て
遺
留
分
権
利
者
を
完
全
に
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
遺
留
分
の
減
額
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
が
明

文
化
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
議
論
さ
れ
て
い
た
問
題
の
解
決
を
図
っ
て
い
る
。
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（
3
）
遺
留
分
減
額
制
度
の
評
価

　

一
定
の
事
由
に
基
づ
い
て
遺
留
分
を
減
額
で
き
る
と
す
る
規
定
は
、
日
本
の
遺
留
分
法
に
は
存
在
し
な
い
。
わ
が
国
の
遺
留
分
法
で

は
、
法
律
上
遺
留
分
権
利
者
で
あ
る
者
は
、
た
と
え
被
相
続
人
と
疎
遠
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
廃
除
さ
れ
な
い
限
り
、
ま
た
は
欠
格
に

該
当
し
な
い
限
り
、
法
定
さ
れ
た
遺
留
分
率
に
し
た
が
っ
て
、
一
律
に
遺
留
分
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
法
が
、

被
相
続
人
と
遺
留
分
権
利
者
の
長
期
間
の
通
常
家
族
間
に
そ
な
わ
る
「
近
し
い
関
係
」
が
欠
如
す
る
場
合
に
当
該
遺
留
分
権
利
者
の
遺

留
分
の
減
額
を
認
め
る
と
い
う
対
応
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
多
様
な
家
族
関
係
に
遺
留
分
法
を
対
応
さ
せ
よ
う
と
す
る
立
場
が
表
れ

て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
二
〇
一
五
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
改
正
で
は
、
遺
留
分
減
額
の
要
件
が
緩
和
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
「
近
し
い
関
係
」

が
一
度
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
要
件
が
、
そ
の
よ
う
な
関
係
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
減
額

を
受
け
る
者
の
範
囲
は
血
族
に
限
ら
れ
ず
、
配
偶
者
、
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
に
も
広
が
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
遺
留
分
制
度
に
お
い
て

多
様
な
家
族
関
係
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
が
広
が
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

も
っ
と
も
、
減
額
制
度
は
遺
留
分
制
度
の
公
平
性
を
維
持
す
る
機
能
を
重
視
す
る
日
本
遺
留
分
法
上
の
有
力
な
見
解
に
よ
る
と
、
特

定
の
遺
留
分
権
利
者
と
く
に
婚
外
子
の
差
別
に
つ
な
が
る
と
の
評
価
に
つ
な
が
り
や
す
い
。
し
か
し
、
減
額
の
趣
旨
と
し
て
示
さ
れ
て

い
る
の
は
、
遺
留
分
権
利
者
と
被
相
続
人
と
の
間
に
、
法
定
相
続
権
お
よ
び
遺
留
分
権
の
前
提
と
し
て
典
型
的
な
近
し
い
関
係
が
存
在

し
な
い
場
合
に
は
、
被
相
続
人
に
遺
留
分
を
半
分
減
額
す
る
可
能
性
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
特
定
の
立
場
に
基
づ
く
差
別
を
認
め
る

趣
旨
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
留
意
す
る
べ
き
で
あ
る
。
判
断
基
準
の
本
質
は
、
遺
留
分
の
全
額
を
保
持
す
る
の
が
常
識
か
ら
み
て
不

当
で
は
な
い
関
係
が
被
相
続
人
と
の
間
に
存
在
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
関
係
が
存
在
し
な
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合

で
も
、
遺
留
分
権
利
者
は
遺
留
分
の
半
額
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
も
、
差
別
的
な
制
度
の
利
用
に
対
す
る
安
全
弁
が
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設
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

3
．
基
礎
財
産
へ
の
算
入
の
免
除

 

（
1
）
内
容
と
特
徴

　

二
〇
一
五
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
改
正
に
よ
り
、
遺
留
分
権
利
者
に
対
す
る
贈
与
を
遺
留
分
か
ら
控
除
す
る
こ
と
を
認
め
る
明
文

の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
八
五
条
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

七
八
五
条　

遺
留
分
権
利
者
に
対
す
る
贈
与
は
、
死
者
が
算
入
を
免
除
す
る
終
意
処
分
を
し
た
、
ま
た
は
遺
留
分
権
利
者
と
合
意
し

て
い
た
場
合
に
は
、
彼
の
遺
留
分
に
は
算
入
さ
れ
な
い
（
筆
者
注
─
日
本
遺
留
分
法
で
い
う
個
別
的
遺
留
分
か
ら
控
除
さ
れ
な
い
の

意
）。
こ
の
場
合
に
は
、
遺
留
分
へ
の
算
入
が
免
除
さ
れ
た
贈
与
は
、
算
入
が
免
除
さ
れ
た
遺
留
分
権
利
者
の
遺
留
分
を
算
定
す
る

際
に
加
算
さ
れ
な
い
（
筆
者
注
─
日
本
遺
留
分
法
で
い
う
遺
留
分
算
定
の
基
礎
財
産
に
算
入
さ
れ
な
い
の
意
）。
算
入
を
免
除
す
る

契
約
は
、
書
面
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
契
約
の
取
消
し
は
、
遺
留
分
放
棄
の
方
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

同
条
に
よ
っ
て
、
被
相
続
人
に
、
遺
留
分
権
利
者
に
対
す
る
贈
与
を
遺
留
分
に
算
入
し
な
い
（
日
本
遺
留
分
法
で
い
う
個
別
的
遺
留

分
か
ら
控
除
し
な
い
の
意
味
）
こ
と
と
す
る
決
定
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
決
定
権
限
は
二
〇
一
五
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア

相
続
法
改
正
に
よ
り
初
め
て
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
相
続
法
改
正
で
は
、
遺
留
分
の
事
前
の
受
領
・
前

払
と
、
贈
与
と
の
区
別
が
放
棄
さ
れ
、
こ
れ
ら
全
て
を
遺
留
分
の
事
前
の
受
領
・
前
払
と
扱
う
こ
と
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
相
続
法
改

正
前
に
も
、
す
で
に
遺
留
分
に
算
入
し
な
い
贈
与
が
存
在
し
て
い
た
。
つ
ま
り
終
意
処
分
者
が
生
前
に
財
産
を
出
捐
し
、
そ
れ
を
遺
留
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分
に
算
入
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
決
定
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
の
基
本
思
想
に
根
付

い
て
い
る
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
条
は
、
こ
れ
ま
で
当
然
に
認
め
ら
れ
て
い
た
権
限
を
改
正
後
も
認
め
る
こ
と

が
明
文
化
さ
れ
た
と
い
う
意
味
を
も
つ
。

　

同
条
に
よ
る
と
、
被
相
続
人
が
算
入
を
免
除
す
る
終
意
処
分
を
し
た
、
ま
た
は
被
相
続
人
が
免
除
を
遺
留
分
権
利
者
と
書
面
に
よ
り

合
意
し
て
い
た
場
合
に
は
、
遺
留
分
権
利
者
に
対
す
る
贈
与
は
、
当
該
遺
留
分
権
利
者
の
遺
留
分
に
は
算
入
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
で
は
贈
与
を
受
け
た
遺
留
分
権
利
者
が
被
相
続
人
の
意
思
に
よ
り
有
利
な
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
遺
留

分
制
度
の
趣
旨
を
没
却
す
る
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
こ
の
問
題
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
八
五
条
は
、
算
入
の

免
除
に
よ
っ
て
、
当
該
遺
留
分
権
利
者
の
遺
留
分
額
の
過
度
な
引
上
げ
を
避
け
る
規
定
を
置
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
贈
与
の
遺
留
分
へ

の
算
入
を
免
除
さ
れ
た
遺
留
分
権
利
者
の
遺
留
分
を
算
定
す
る
際
に
は
、
同
贈
与
が
加
算
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
を
、
算
定
例
に
基
づ
い
て
具
体
的
に
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

被
相
続
人
に
は
息
子
一
人
、
娘
一
人
が
い
た
。
被
相
続
人
は
第
三
者
に
五
〇
ユ
ー
ロ
の
生
前
贈
与
、
娘
に
七
〇
ユ
ー
ロ
の
生
前
贈
与

を
し
て
い
た
。
娘
へ
の
生
前
贈
与
の
際
に
は
、
こ
れ
を
遺
留
分
に
加
算
し
な
い
と
す
る
合
意
が
な
さ
れ
て
い
た
。
被
相
続
人
の
死
後
残

さ
れ
た
遺
産
は
一
〇
〇
ユ
ー
ロ
で
あ
る
。

　

息
子
の
遺
留
分
を
算
定
す
る
際
の
遺
留
分
算
定
の
基
礎
財
産
は
、
二
二
〇
ユ
ー
ロ
（
五
〇
＋
七
〇
＋
一
〇
〇
）
で
あ
り
、
そ
の
四
分

の
一
で
あ
る
五
五
ユ
ー
ロ
が
息
子
の
遺
留
分
と
な
る
。
息
子
は
、
遺
留
分
に
算
入
さ
れ
る
贈
与
や
遺
贈
を
受
け
て
い
な
い
か
ら
、
五
五

ユ
ー
ロ
全
額
を
遺
留
分
と
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
娘
は
遺
留
分
へ
の
算
入
を
免
除
さ
れ
た
贈
与
を
受
け
て
い
る
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
八
五
条
が
適
用
さ
れ
、

遺
留
分
算
定
の
基
礎
財
産
に
は
、
贈
与
の
額
で
あ
る
七
〇
ユ
ー
ロ
は
算
入
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
遺
留
分
算
定
の
基
礎
財
産
は
一

（
84
）

（
85
）

（
86
）
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五
〇
ユ
ー
ロ
（
五
〇
＋
一
〇
〇
）
で
あ
り
、
そ
の
四
分
の
一
で
あ
る
三
七
、
五
ユ
ー
ロ
が
娘
の
遺
留
分
と
な
る
。
贈
与
の
七
〇
ユ
ー
ロ

は
算
入
を
免
除
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
娘
は
三
七
、
五
ユ
ー
ロ
を
遺
留
分
と
し
て
請
求
で
き
る
。

　

一
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
遺
産
に
対
し
て
、
息
子
は
五
五
ユ
ー
ロ
の
遺
留
分
、
娘
は
三
七
、
五
ユ
ー
ロ
の
遺
留
分
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
、
遺
産
の
残
り
は
七
、
五
ユ
ー
ロ
と
な
る
。
こ
れ
を
法
定
相
続
分
で
分
け
る
と
各
三
、
七
五
ユ
ー
ロ
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
贈
与
が
算
入
を
免
除
さ
れ
る
と
、
た
し
か
に
、
遺
留
分
権
利
者
で
あ
る
受
贈
者
が
請
求
で
き
る
遺
留
分
は
増
額
す
る
。

上
例
で
は
、
本
来
な
ら
娘
の
遺
留
分
は
息
子
と
同
額
の
五
五
ユ
ー
ロ
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
前
贈
与
の
七
〇
ユ
ー
ロ
が
算
入
さ
れ
る
、
つ

ま
り
五
五
ユ
ー
ロ
か
ら
七
〇
ユ
ー
ロ
が
控
除
さ
れ
る
た
め
に
、
請
求
で
き
る
遺
留
分
は
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
算

入
を
免
除
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
三
七
、
五
ユ
ー
ロ
の
遺
留
分
の
請
求
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
算
入
を
免
除
さ
れ
た
生

前
贈
与
は
、
当
該
遺
留
分
権
利
者
の
遺
留
分
を
算
定
す
る
際
の
基
礎
財
産
に
も
加
算
さ
れ
な
い
結
果
、
最
終
的
に
遺
留
分
権
利
者
が
取

得
す
る
額
の
増
加
が
抑
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
上
例
で
娘
の
請
求
で
き
る
遺
留
分
額
は
五
五
ユ
ー
ロ
で
は
な
く
、
減
額
さ
れ
た
三
七
、

五
ユ
ー
ロ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
全
体
と
し
て
娘
は
、
遺
留
分
（
三
七
、
五
ユ
ー
ロ
）
と
、
算
入
を
免
除
さ
れ
た
贈
与
（
七
〇
ユ
ー

ロ
）
お
よ
び
残
り
の
遺
産
の
法
定
相
続
分
（
三
、
七
五
ユ
ー
ロ
）
を
合
計
し
た
一
一
一
、
二
五
ユ
ー
ロ
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
算
入
を
免
除
さ
れ
た
遺
留
分
権
利
者
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
八
九
条
以
下
に
お
け
る
例
外
規
定
を
欠
く
た
め
に
、
他
の

遺
留
分
権
利
者
に
対
し
て
責
任
を
負
う
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
上
記
の
例
で
息
子
が
遺
産
で
は
遺
留
分
を
確
保
す
る
の
に
不
十

分
で
あ
っ
た
と
い
う
場
合
に
、
娘
に
対
し
て
遺
留
分
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
2
）
日
本
遺
留
分
法
に
お
け
る
被
相
続
人
に
よ
る
遺
留
分
算
定
の
指
示
の
可
能
性
に
つ
い
て

　

本
条
は
、
被
相
続
人
に
遺
留
分
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
一
定
の
決
定
権
限
を
与
え
て
い
る
と
い
う
点
で
、
上
述
2
で
取
り
上
げ
た

（
87
）

（
88
）
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オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
七
六
条
に
よ
る
遺
留
分
の
減
額
と
並
ん
で
、
特
徴
的
で
あ
る
。
同
条
の
算
定
方
法
を
、
日
本
の
遺
留
分
規
定
に

置
き
換
え
て
説
明
す
る
と
、
被
相
続
人
の
指
示
が
あ
れ
ば
、
個
別
的
遺
留
分
額
か
ら
贈
与
の
額
が
控
除
さ
れ
ず
（
民
法
一
〇
四
六
条
二

項
一
号
）、
そ
の
他
控
除
す
べ
き
も
の
が
な
け
れ
ば
、
遺
留
分
権
利
者
は
、
個
別
的
遺
留
分
の
全
額
を
遺
留
分
侵
害
額
と
し
て
請
求
で

き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
（
も
っ
と
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
八
五
条
に
よ
る
と
そ
の
贈
与
は
同
時
に
遺
留
分
算
定
の
基
礎
財
産

に
算
入
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。）。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
が
国
の
遺
留
分
法
に
お
い
て
可
能
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
わ
が
国
の
遺
留
分
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
の
規
律
に
よ
れ
ば
、
民
法
一
〇
四
四
条
の
要
件
を
満
た
す
贈
与
は
、
遺
留
分
算
定

の
基
礎
財
産
に
算
入
さ
れ
、
個
々
の
遺
留
分
権
利
者
の
遺
留
分
侵
害
額
請
求
権
を
算
定
す
る
際
に
は
、
特
別
受
益
で
あ
る
贈
与
額
を
控

除
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
民
法
一
〇
四
六
条
二
項
一
号
）。
被
相
続
人
の
意
思
で
遺
留
分
侵
害
額
算
定
に
お
い
て
贈
与
の
控
除
を

免
除
す
る
こ
と
を
認
め
る
規
定
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
被
相
続
人
の
意
思
に
よ
り
贈
与
の
控
除
を
免
除
す
る
こ
と
は
認
め
ら

れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

五　

お
わ
り
に
─
わ
が
国
の
新
遺
留
分
法
解
釈
へ
の
示
唆

　

以
上
の
二
〇
一
五
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
改
正
後
の
遺
留
分
法
に
つ
い
て
、
二
〇
一
八
年
日
本
相
続
法
改
正
後
の
遺
留
分
法
と
は

異
な
る
次
の
よ
う
な
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
法
は
、
被
相
続
人
の
意
思
に
依
拠
し
た
制
度
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
一
五
年
相
続

法
改
正
の
前
後
を
通
じ
て
、
遺
留
分
を
ど
の
よ
う
な
形
態
（
相
続
分
、
遺
贈
、
生
前
贈
与
な
ど
）
で
与
え
る
か
に
つ
い
て
は
被
相
続
人

の
意
思
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
前
提
を
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
相
続
法
改
正
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
遺
留
分
支
払
猶
予
に
つ
い
て
は
、

猶
予
を
取
り
決
め
る
の
は
原
則
と
し
て
被
相
続
人
と
さ
れ
、
裁
判
所
は
、
被
相
続
人
に
よ
る
取
決
め
が
正
当
で
あ
る
か
を
審
査
し
、
ま
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た
は
被
相
続
人
に
よ
る
取
決
め
が
な
い
場
合
に
補
充
的
に
猶
予
を
指
示
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
支
払
猶
予
の
対
象
と
さ
れ
る
範
囲

が
広
い
。
す
な
わ
ち
、
日
本
で
い
う
遺
留
分
侵
害
額
請
求
権
に
つ
い
て
の
猶
予
だ
け
で
は
な
く
、
遺
留
分
侵
害
額
を
算
定
す
る
際
に
控

除
さ
れ
る
遺
贈
等
も
猶
予
の
対
象
と
な
る
。
ま
た
、
遺
留
分
を
は
く
奪
す
る
廃
除
制
度
に
お
い
て
は
、
相
続
法
改
正
に
よ
り
遺
言
の
自

由
を
強
化
す
る
目
的
で
、
廃
除
事
由
が
拡
張
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
遺
留
分
権
利
者
に
対
す
る
贈
与
の
算
入
を
被
相
続
人
の
意
思
で

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
被
相
続
人
の
意
思
に
よ
り
贈
与
を
遺
留
分
法
の
枠
組
み
で

扱
う
か
否
か
を
決
定
で
き
る
と
す
る
立
場
を
明
確
に
表
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

第
二
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
法
で
は
、
遺
留
分
と
対
立
す
る
利
益
に
配
慮
し
た
解
決
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
よ
く

表
れ
て
い
る
の
は
、
裁
判
所
が
猶
予
を
命
じ
る
場
合
に
つ
い
て
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
七
六
七
条
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
支
払
猶

予
が
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
、
遺
留
分
債
務
者
の
生
活
基
盤
と
な
る
住
居
や
事
業
を
売
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
加
え
て
、

事
業
の
継
続
が
相
当
危
険
に
晒
さ
れ
る
場
合
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
特
に
保
護
す
る
べ
き
利
益
を
明
示
す
る
こ
と
で
遺
留
分

と
対
立
す
る
利
益
の
保
護
を
強
化
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　

第
三
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
法
で
は
、
遺
留
分
権
利
者
の
生
活
保
障
や
寄
与
に
よ
る
潜
在
的
持
分
の
清
算
を
具
体
的
に
考
慮
す

る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
遺
留
分
を
は
く
奪
す
る
廃
除
制
度
で
は
、
廃
除
さ
れ
て
遺
留
分
権
を
失

っ
た
遺
留
分
権
利
者
も
、
扶
養
の
必
要
性
が
あ
れ
ば
扶
養
を
請
求
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
遺
留
分
の
生
活
保
障
の
機
能

を
重
視
し
、
こ
れ
を
個
別
の
事
例
で
具
体
的
に
考
慮
す
る
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、
遺
留
分
額
を
算
定
す
る
際
に
、
遺
留
分
権
利
者
が

被
相
続
人
を
介
護
す
る
な
ど
し
て
寄
与
し
た
分
を
遺
留
分
と
は
別
に
請
求
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
寄
与

に
よ
る
潜
在
的
持
分
の
清
算
の
機
能
を
重
視
し
た
遺
留
分
制
度
が
設
計
さ
れ
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
被
相
続

人
と
人
間
的
な
交
流
を
長
期
間
欠
い
て
い
る
遺
留
分
権
利
者
の
遺
留
分
額
を
半
分
に
減
ら
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
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疎
遠
な
関
係
に
基
づ
い
て
遺
留
分
権
利
者
の
生
活
を
遺
産
に
よ
り
保
障
す
る
こ
と
は
被
相
続
人
に
と
っ
て
通
常
は
受
け
入
れ
が
た
く
、

ま
た
遺
留
分
権
利
者
に
よ
る
被
相
続
人
の
財
産
の
維
持
や
増
加
へ
の
寄
与
は
そ
の
よ
う
な
事
例
で
は
一
般
的
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
遺

留
分
の
減
額
の
制
度
は
、
生
活
保
障
や
潜
在
的
持
分
の
清
算
と
い
っ
た
遺
留
分
の
果
た
す
機
能
に
基
づ
い
て
設
計
さ
れ
て
い
る
と
評
価

し
う
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
二
〇
一
五
年
相
続
法
改
正
後
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
法
は
、
被
相
続
人
の
意
思
決
定
を
強
化
す
る
と
同
時
に
、

一
方
で
は
遺
留
分
と
対
立
す
る
利
益
の
保
護
を
図
り
、
他
方
で
は
生
活
保
障
や
潜
在
的
持
分
の
清
算
と
い
っ
た
遺
留
分
の
機
能
を
具
体

的
に
考
慮
す
る
柔
軟
な
遺
留
分
制
度
を
構
築
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

日
本
の
遺
留
分
制
度
で
は
、
二
〇
一
八
年
の
相
続
法
改
正
に
よ
り
、
遺
留
分
制
度
の
機
能
に
規
定
を
適
合
さ
せ
る
こ
と
、
事
業
承
継

な
ど
遺
留
分
と
対
立
す
る
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
、
遺
留
分
の
金
銭
債
権
化
が
実
現
さ
れ
（
民
法
一
〇
四
六
条

一
項
）、
遺
留
分
侵
害
額
請
求
の
支
払
猶
予
の
制
度
が
設
け
ら
れ
た
（
民
法
一
〇
四
七
条
五
項
）。
も
っ
と
も
、
被
相
続
人
の
意
思
決
定

の
強
化
の
目
的
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
遺
留
分
法
改
正
の
よ
う
に
は
強
調
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
遺
留
分
の
金
銭
債
権
化
は
被
相

続
人
の
意
思
決
定
を
尊
重
す
る
意
義
を
も
ち
、
ま
た
、
事
業
承
継
な
ど
遺
留
分
と
対
立
す
る
利
益
は
被
相
続
人
の
意
思
決
定
に
基
づ
い

て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
保
護
す
る
こ
と
は
被
相
続
人
の
意
思
決
定
の
尊
重
に
つ
な
が
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
相
続
人
の
意
思
決
定
の
強

化
は
、
遺
留
分
法
改
正
に
お
い
て
少
な
く
と
も
間
接
的
に
は
目
的
の
一
つ
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、

日
本
の
遺
留
分
制
度
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
遺
留
分
制
度
は
、
被
相
続
人
の
意
思
決
定
お
よ
び
遺
留
分
と
対
立
す
る
利
益
を
保
護
し
、
遺

留
分
の
機
能
を
具
体
的
に
考
慮
す
る
と
い
う
意
味
で
の
遺
留
分
制
度
の
柔
軟
化
の
方
向
性
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
改
正
遺
留
分
法
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
柔
軟
な
制
度
の
構
築
の
実
現
と
い
う
点
で
は
、

わ
が
国
の
遺
留
分
制
度
よ
り
一
歩
進
ん
で
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
柔
軟
化
の
方
向
性
を
日
本
の
遺
留
分
制
度
と
同
じ
く
し
な
が

（
89
）

（
90
）
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ら
、
よ
り
発
展
し
た
形
で
こ
れ
を
実
現
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
遺
留
分
制
度
は
、
日
本
の
新
遺
留
分
法
の
解
釈
や
立
法
を
考
察
す
る
上

で
参
考
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
具
体
的
な
解
釈
方
法
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
新
設
さ
れ
た
遺
留
分
侵
害
額
請
求
権
の
期
限
の
許
与
の
規

定
（
民
法
一
〇
四
七
条
五
項
）
に
つ
い
て
は
、
被
相
続
人
の
意
思
を
も
尊
重
し
た
解
釈
が
考
慮
に
値
す
る
。
す
な
わ
ち
、
被
相
続
人
に

よ
る
期
限
の
許
与
に
つ
い
て
の
明
示
ま
た
は
黙
示
の
意
思
は
、
法
的
な
効
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
を
参
考
に
し
た
解
釈
は

望
ま
し
い
。
そ
し
て
、
遺
留
分
と
対
立
す
る
利
益
を
尊
重
し
、
遺
留
分
の
機
能
を
具
体
的
に
考
慮
し
た
解
釈
が
、
遺
留
分
法
改
正
の
目

的
に
沿
う
。
つ
ま
り
同
項
を
適
用
す
る
際
に
は
、
被
相
続
人
の
意
思
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
遺
留
分
と
対
立
す
る
事
業
な
ど
の
利
益
を

尊
重
し
、
請
求
さ
れ
た
遺
留
分
侵
害
額
請
求
権
が
も
つ
具
体
的
な
生
活
保
障
や
潜
在
的
持
分
の
清
算
の
意
義
を
考
慮
し
て
、
裁
判
所
が

期
限
の
許
与
の
可
否
や
期
限
の
許
与
の
内
容
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
被
相
続
人
の
意
思
決
定
お
よ
び
遺
留

分
と
対
立
す
る
利
益
を
尊
重
し
、
遺
留
分
の
機
能
を
具
体
的
に
考
慮
す
る
と
い
う
意
味
で
の
遺
留
分
法
の
柔
軟
な
解
釈
は
、
わ
が
国
の

新
遺
留
分
法
に
お
け
る
今
後
の
解
釈
の
指
針
と
な
り
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

＊
本
稿
は
二
〇
一
八
年
度
基
盤
研
究
（
Ｃ
）〔
課
題
番
号17K

O
03459

〕
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

民
法
（
相
続
法
）
の
改
正
法
（「
民
法
及
び
家
事
事
件
手
続
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」・
平
成
三
〇
年
法
律
第
七
二
号
に
よ
る
改
正
）
は
、

二
〇
一
八
年
七
月
六
日
に
成
立
し
、
遺
留
分
法
の
改
正
を
含
む
主
要
な
部
分
は
二
〇
一
九
年
七
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。
配
偶
者
居
住
権
・
配
偶

者
短
期
居
住
権
の
部
分
は
二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
。

『
民
法
（
相
続
関
係
）
等
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
の
補
足
説
明
』（
二
〇
一
六
年
七
月
）http://w

w
w

.m
oj.go.jp/content/

001198631.pdf

（
二
〇
一
九
年
七
月
四
日
最
終
確
認
。
以
下
で
は
「
中
間
試
案
の
補
足
説
明
」
と
略
記
す
る
）
五
六
頁
。

中
間
試
案
の
補
足
説
明
五
五
頁
。

二
〇
〇
九
年
に
ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
一
七
回
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
曹
大
会
で
は
、
ド
イ
ツ
相
続
法
改
正
草
案
が
検
討
の
対
象
と
さ
れ
た
。

Christiane W
endehorst, D

ie Reform
 des österreichischen Erbrechts im

 Lichte internationaler Entw
icklungslinien, in: V

er-

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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handlungen des 17. österreichischen Juristentages W
ien 2009, Bd. II /2, 2010, S. 20, 33.

改
正
相
続
法
の
主
な
部
分
は
二
〇
一
七
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。Christian Rabl, D

as Erbrechts-Ä
nderungsgesetz 2015, in: 

Rabl/Zöchling-Jud, D
as neue Erbrecht, 2015, S. 1.

Zöchling-Jud, D
ie N

euregelung des Pflichtteilsrechts im
 ErbRÄ

G 2015, in: Rabl/Zöchling-Jud, D
as neue Erbrecht, 

2015, S. 71.
Regierungsvorlage-Erläuterungen, https://w

w
w

.parlam
ent.gv.at/PA

K
T

/V
H

G/X
X

V
/I/I_00688/fnam

e_423847.pdf

（
二

〇
一
九
年
七
月
五
日
最
終
確
認
。
以
下
で
はErläutRV

と
略
記
す
る
）S. 27.

半
田
吉
信
「
二
〇
一
五
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
改
正
（
一
）（
二
）（
三
・
完
）」
駿
河
台
三
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
頁
、
三
一
巻

一
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
頁
、
三
一
巻
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
頁
。
本
稿
で
以
下
に
取
り
上
げ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
相
続
法
の
条
文
の
訳
は
、
同

成
果
を
参
考
に
し
て
い
る
。

半
田
・
前
掲
注
（
8
）
駿
河
台
三
一
巻
一
号
一
頁
を
参
考
に
し
て
い
る
。

K
oziol/Bydlinski/Bollenberger, K

urzkom
m

entar zum
 A

BGB, 5. A
ufl. 2017, S. 716

［M
usger

］

ErläutRV
, S. 24.

M
usger, a. a. O

 （Fn. 10), S. 753.
Schw

im
ann/K

odek, A
BGB Praxiskom

m
entar, Bd. 4, 5. A

ufl., 2018, S. 358. [N
em

eth]

後
述
三
、
1
を
参
照
。

相
続
分
指
定
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
各
相
続
人
は
指
定
相
続
分
に
し
た
が
っ
た
債
務
を
相
続
す
る
が
、
債
権
者
は
原
則
と
し
て
法
定
相
続

分
に
従
っ
て
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
法
九
〇
二
条
の
二
）。

Bernhard Eccer, D
ie österreichische Erbrechtsreform

, 2017, S. 90.; Zöchling-Jud, a. a. O
. （Fn. 6), S. 73.

ErläutRV
, S. 27.

ErläutRV
, S. 27.

Eccer, a. a. O
. （Fn. 16), S. 148.

ErläutRV
, S. 27.

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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）
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）
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Eccer, a. a. O
. （Fn. 16), S. 145.

ErläutRV
, S. 27.

ErläutRV
, S. 27.

遺
留
分
債
務
者
の
経
済
的
な
状
況
全
般
が
考
慮
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
扶
養
義
務
の
存
否
等
も
含
ま
れ
る
。N

em
eth, a. a. O

. [Fn. 13], S. 
377.ErläutRV

, S. 27.
ErläutRV

, S. 27.
ErläutRV

, S. 27.

上
述
二
、
2
を
参
照
。

遺
贈
の
他
、
相
続
分
指
定
、
被
相
続
人
が
設
立
し
た
私
的
財
団
等
の
受
益
者
の
指
定
が
あ
る
（A

BGB

七
八
〇
条
一
項
）。

Eccer, a. a. O
. （Fn. 16), S. 145f.

Eccer, a. a. O
. （Fn. 16), S. 145.

Eccer, a. a. O
. （Fn. 16), S. 149f.; N

em
eth, a. a. O

. [Fn. 13] S. 376.
Eccer, a. a. O

. （Fn. 16), S. 147.
Eccer, a. a. O

. （Fn. 16), S. 147.
Eccer, a. a. O

. （Fn. 16), S. 146.
Eccer, a. a. O

. （Fn. 16), S. 147.

な
お
、
裁
判
上
の
猶
予
に
つ
い
て
は
、
条
文
上
「
遺
留
分
請
求
権
」、「
金
銭
遺
留
分
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
遺
留
分
に
填
補
さ
れ
る

出
捐
は
対
象
外
と
解
さ
れ
る
。N

em
eth, a. a. O

. [Fn. 13], S. 376.
ErläutRV

, S. 27.
ErläutRV

, S. 28.
Eccer, a. a. O

. （Fn. 16), S. 150.
M

artin Schauer, Pflichtteilsrecht einschließlich Gestaltung der Pflichtteilsdeckung, in: A
strid D

eixler-H
übner/M

artin 

（
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）
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）
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）
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Schauer, Erbrecht N
EU

, 2015, S. 70.
ErläutRV

, S. 28.
Eccer, a. a. O

. （Fn. 16), S. 151.
Schauer, a. a. O

. （Fn. 41), S. 70.
ErläutRV

, S. 28.
ErläutRV

, S. 28.

「
限
り
“sow

eit

”」
と
い
う
文
言
か
ら
導
か
れ
る
と
す
る
。

ErläutRV
, S. 27.

Zöchling-Jud, a. a. O
. [Fn. 6], S. 82.

支
払
猶
予
制
度
を
め
ぐ
っ
て
利
息
そ
の
他
に
つ
い
て
提
起
さ
れ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
説
に
お
け
る

批
判
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
半
田
・
前
掲
注
（
8
）
駿
河
台
三
一
巻
二
号
三
九
頁
を
参
照
。

Eccer, a. a. O
. （Fn. 16), S. 149.

中
川
善
之
助
・
加
藤
永
一
編
『
新
版
註
釈
民
法
（
28
）（
補
訂
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）
二
〇
三
頁
（
阿
部
浩
）

も
っ
と
も
、
受
遺
者
は
遺
贈
が
弁
済
期
に
至
ら
な
い
間
、
遺
贈
義
務
者
に
対
し
て
相
当
の
担
保
を
提
供
す
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
民
法
九
九
一
条
）。

潮
見
佳
男
『
詳
解
相
続
法
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
八
年
）
五
五
九
頁
は
、
期
限
が
許
与
さ
れ
た
と
き
は
、
受
遺
者
ま
た
は
受
贈
者
は
、
期
限

内
は
金
銭
債
務
に
つ
き
履
行
遅
滞
に
陥
ら
ず
、
遅
延
損
害
金
が
発
生
し
な
い
と
の
見
方
を
示
す
。

Eccer, a. a. O
. （Fn. 16), S. 90; Zöchling-Jud, a. a. O

. （Fn. 6), S. 73f.

二
〇
〇
九
年
に
ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
一
七
回
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
曹
大
会
で
は
、
相
続
法
に
お
け
る
介
護
給
付
の
考
慮
の
重
要
性
が
指

摘
さ
れ
た
。W

endehorst, a. a. O
. （Fn. 4), S. 42.

半
田
・
前
掲
注
（
8
）
駿
河
台
三
一
巻
一
号
六
四
頁
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
窪
田
充
見
「
相
続
人
・
家
族
の
寄
与
」
民
商
一
五
五
巻
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
八
〇
頁
は
、
民
法
一
〇
五
〇
条
の
特
別

寄
与
料
が
認
め
ら
れ
る
者
の
範
囲
に
つ
い
て
の
「
相
続
人
で
は
な
い
親
族
」
に
つ
い
て
、
拡
張
解
釈
や
類
推
解
釈
は
判
例
に
基
づ
い
た
相
続
法
の

理
解
を
前
提
と
す
る
と
基
本
的
に
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
な
が
ら
、
同
条
創
設
の
経
緯
や
特
別
寄
与
料
の
請
求
権
の
性
質
に
鑑
み
て
、「
親
族
」

の
範
囲
に
つ
い
て
「
そ
れ
ほ
ど
厳
密
に
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
か
」
と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

（
42
）

（
43
）
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）
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）
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ErläutRV
, S. 16.

ErläutRV
, S. 16.

ErläutRV
, S. 16.

ErläutRV
, S. 16.

ErläutRV
, S. 16.

Eccer, a. a. O
. 

（Fn. 16), S. 89; Fischer-Czerm
ak, Ehegattenerbrecht, Rechte des Lebensgefährten und A

bgeltung von 
Pflegeleistungen, in Rabl/Zöchling-Jud, D

as neue Erbrecht, 2015, S. 41.

民
法
一
〇
四
六
条
二
項
二
号
で
は
、
遺
留
分
侵
害
額
の
算
定
に
お
い
て
控
除
す
べ
き
、
具
体
的
相
続
分
に
基
づ
い
て
遺
留
分
権
利
者
が
取
得

す
る
遺
産
の
額
に
つ
い
て
、
特
別
受
益
の
み
を
考
慮
す
る
こ
と
と
し
、
寄
与
分
は
考
慮
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

Rum
m

el/Lukas, K
om

m
entar zum

 A
llgem

einen bürgerlichen Gesetzbuch, 4. A
ufl., 2014. S. 191 [W

elser]
ErläutRV

, S. 2.
ErläutRV

, S. 29.
ErläutRV

, S. 2.
ErläutRV

, S. 29.
ErläutRV

, S. 31.

伊
藤
昌
司
『
相
続
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）
一
八
四
、
一
八
八
頁
、
永
山
榮
子
ジ
ュ
リ
六
三
七
号
（
一
九
七
七
年
）
一
六
四
頁
、
松
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